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目

　
宋
代
の
史
料
に
於
い
て
は
、
　
「
末
子
紗
」
の
語
は
頻
出
す
る
が
、
　
「
官
売
法
下
末
塩
紗
」
な
る
語
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

塩
紗
（
塩
引
）
の
一
形
態
と
し
て
官
事
脚
下
に
行
使
さ
れ
た
末
塩
紗
は
確
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
宋
代
の
塩
法
制
度
の
中
で
も
特
に
重
要
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宋
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頻
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す
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が
、
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呂
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な
る
一
語
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塩
引
)
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一
形
態
と
し
て
宮
売
法
下

K
行
使
さ
れ
た
末
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確
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

b
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全
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受
け
ら
れ
ま
い
ロ
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れ
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も
、

宋
代
の
塩
法
制
度
の
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も
特

K
重
要

〆『、北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

な
東
南
地
方
塩
法
の
研
究
に
際
し
て
は
、
官
売
州
法
体
制
下
に
て
行
使
さ
れ
た
値
上
紗
即
ち
「
官
売
法
下
末
塩
紗
」
の
研
究
は
不
可
欠
で
あ
る
。
’

こ
の
官
売
府
下
虚
蝉
紗
を
摘
出
し
考
察
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
官
浄
塩
法
や
そ
の
体
制
下
で
の
塩
紗
行
使
の
実
態
が
不
明
確
で
あ
り
、
更
に
は
東

南
官
売
塩
法
の
推
移
と
「
察
京
」
の
通
商
塩
法
及
び
「
通
商
法
下
末
塩
紗
」
の
出
現
な
ど
の
哺
撮
め
製
法
制
度
の
展
開
・
変
革
過
程
が
理
解
出
来

な
い
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
東
南
地
方
悪
法
と
重
大
な
関
連
を
有
す
る
茶
法
・
便
銭
法
・
沿
辺
粂
法
な
ど
の
諸
財
政
制
度
の
考
察
に
も
支
障
が

生
じ
、
宋
代
財
政
史
展
開
過
程
の
研
究
が
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。

　
北
宋
時
代
の
東
南
地
方
官
無
塩
法
期
の
風
脚
紗
の
一
見
不
可
解
な
行
使
状
態
に
つ
い
て
、
か
ね
て
よ
り
疑
問
を
抱
い
て
い
た
筆
者
は
、
そ
の
実

体
を
考
究
し
た
結
果
、
こ
れ
に
「
密
売
穿
下
末
々
紗
」
の
呼
称
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
こ
れ
が
東
南
官
倉
憲
法
の
推
移

展
開
・
変
革
を
促
進
さ
せ
た
最
重
要
因
子
で
あ
る
こ
と
を
既
に
簡
単
な
が
ら
紹
介
し
た
に
。
こ
の
起
毛
南
下
重
藤
紗
の
出
現
・
成
長
に
関
す
る
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

問
題
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
詳
考
論
文
を
必
要
と
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
官
売
法
下
末
塩
紗
の
制
度
の
概
観
に
つ
い
て
発
表
し
・
に
。
既
出
論
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

の
中
で
殊
に
帝
大
な
塩
法
制
度
の
研
究
佃
を
発
表
さ
れ
て
い
る
戴
蕎
燈
氏
の
官
売
法
定
末
宴
楽
の
部
分
に
関
す
る
重
大
な
誤
解
に
つ
い
て
は
指
摘

し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
先
ず
官
売
南
下
七
転
紗
の
定
義
と
発
行
行
使
制
慶
と
を
述
べ
、
次
に
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
詳
考
を
試
み
た
い
と
思

う
。
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「
官
売
降
下
末
塩
紗
」
と
は
、
官
売
塩
法
体
制
下
に
於
い
て
行
使
さ
れ
た
羅
紗
の
意
で
あ
る
。
こ
の
塩
紗
の
行
使

さ
れ
た
東
南
地
方
に
於
い
て
販
売
さ
れ
る
塩
が
海
水
か
ら
製
造
さ
れ
る
「
末
塩
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
塩
紗
を
羽
入

は
「
末
浮
言
」
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
　
こ
の
末
塩
紗
は
官
学
塩
法
体
制
に
適
合
さ
せ
る
べ
く
寒
蘭
な
発
行
行
使
制
度
を
帯

び
て
い
た
か
ら
、
普
通
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
「
通
商
法
下
末
塩
紗
」
と
識
別
す
る
た
め
に
も
、
　
「
官
売
法
下
末
塩
紗
」
と
呼
称
す
る
の
が
適
当

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
宋
代
の
塩
紗
と
は
塩
代
価
納
入
済
証
明
書
・
塩
支
払
約
束
手
形
・
塩
特
許
販
売
許
可
書
な
ど
の
諸
機

北
宋
時
代
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東
南
官
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下
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の
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ま
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即
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K
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塩
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塩
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明
確
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あ

b
、
更
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は
東

南
官
売
塩
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推
移
と
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蒸
京
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塩
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「
通
商
法
下
末
塩
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出
現
在
ど
の
一
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塩
法
制
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・
変
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ま
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左
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ロ
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し
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せ
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べ

く

独

怖
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発

行

行

使

制

度

を

帯

び
て
い
た
か
ら
、
普
通

K
良
〈
知
ら
れ
て
い
る
「
通
商
法
下
末
塩
妙
」
と
識
別
す
る
た
め

K
も
、
「
官
売
法
下
末
塩
紗
」
と
呼
称
す
る
の
が
適
当

「
末
塩
紗
」

と

呼

称

し

て

い

る

が

、

はで
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
言
う
ま
で
も
左
く
、
宋
代
の
塩
紗
と
は
塩
代
価
納
入
済
証
明
書
・
塩
支
払
約
束
手
形
・
塩
特
許
販
売
許
可
書
左
ど
の
諸
機



能
を
併
有
す
る
も
の
で
、
ζ
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
場
合
で
も
、
．
商
人
は
都
開
封
府
の
京
師
権
貨
務
に
塩
代
価
を
納
入
し
て
塩
紗
の
発
給
を
受
け
、

そ
の
塩
紗
を
東
南
地
方
に
ま
で
携
帯
し
来
り
州
県
塩
倉
官
吏
に
提
示
し
て
初
め
て
塩
の
支
払
を
受
け
、
更
に
そ
の
語
言
を
販
売
許
可
書
と
し
て
携

帯
し
つ
つ
塩
山
近
隣
地
方
に
塩
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
時
入
は
こ
の
様
な
諸
機
能
を
併
有
す
る
塩
紗
を
慣
用
的
に
「
塩
交
引
」
或
い
は
「
塩
引
」

と
も
呼
称
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
塩
町
を
「
馬
手
感
心
末
塩
引
し
と
呼
称
し
て
も
良
い
の
で
あ
る
が
、
時
人
が
塩
紗
或
い
は
末
塩
紗
と
呼
称
す
る

こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
宮
売
法
下
末
塩
紗
と
呼
称
す
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
馬
込
馬
下
末
塩
紗
と
は

三
三
塩
法
体
制
下
に
於
い
て
行
使
さ
れ
た
塩
紗
或
い
は
塩
引
の
謂
で
あ
る
。

　
官
売
雪
下
末
塩
森
は
、
北
洋
時
代
の
所
謂
東
南
地
方
に
於
い
て
の
み
行
使
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
行
使
は
こ
の
東
南
地
方
に
官
蔵
船
法
が
施
行

さ
れ
て
い
た
期
間
に
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
と
併
行
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
の
よ
う
な
宋
塩
森
を
殊
更
に
官
売
法
下
警
部
紗
と
呼
称
し
、
通
商
塩
法
下
に
普
遍
的
に
行
使
さ
れ
て
い
た
羅
紗
即
ち
通
商
法
下
宋
塩
紗
と
厳

密
に
識
別
し
た
最
も
重
要
な
理
由
は
、
官
売
堂
下
末
塩
紗
と
通
商
法
下
末
塩
紗
と
の
間
に
は
そ
の
制
度
に
重
要
な
相
違
が
あ
り
、
そ
の
相
違
を
区

別
し
な
け
れ
ば
・
東
南
地
方
塩
法
の
展
開
変
革
過
程
が
理
窟
来
な
い
か
ら
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
、

N

官
売
法
下
末
塩
針
．
の
発
行
　
行
使
制
度

　
官
売
雪
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
と
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
と
の
聞
に
は
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
そ
の
本
質
的
相
違
は
、

通
商
法
下
末
葉
紗
は
通
商
塩
法
体
制
に
適
合
し
た
塩
紗
制
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
官
売
鞍
下
親
藩
紗
は
厳
し
い
国
家
統
制
で
あ
る
官
売
藩
法
体

制
の
枠
内
に
適
合
す
る
よ
う
に
規
制
し
た
塩
妙
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
特
微
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
い
え
ば
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発

行
・
行
使
制
慶
の
枠
は
緩
く
て
自
由
が
利
き
、
特
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
の
枠
は
は
る
か
に
制
約
が
厳
し
い
。
こ
の
慰
種
宋
塩
紗
の

性
格
の
差
は
、
大
き
く
は
そ
の
発
行
制
度
の
相
違
と
行
使
制
度
の
相
違
と
に
区
分
さ
れ
る
。

　
先
づ
発
行
制
慶
の
相
違
点
に
つ
い
て
見
る
と
、
両
者
共
そ
の
発
行
に
関
し
て
は
「
商
人
半
銭
京
師
権
貨
務
受
末
塩
紗
」
の
基
本
的
形
式
の
手
続

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

能
を
併
有
す
る
も
の
で
、

ζ

の
官
売
法
下
末
塩
鈴
の
場
合
で
も
、
商
人
は
都
開
封
府
の
京
師
権
貨
務

K
塩
代
価
を
納
入
し
て
塩
紗
の
発
給
を
受
け
、

そ
の
塩
紗
を
東
南
地
方
に
ま
で
携
帯
し
来
、
D
州
県
塩
倉
宮
吏

K
提
示
し
て
初
め
て
塩
の
支
払
を
受
け
、
更
に
そ
の
塩
紗
を
販
売
許
可
書
と
し
て
携

帯
し
つ
つ
塩
倉
近
隣
地
方
に
塩
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
時
人
は
と
の
様
左
諸
機
能
を
併
有
す
る
塩
紗
を
慣
用
的

K
「
塩
交
引
」
或
い
は
「
塩
引
」

と
も
呼
称
し
て
い
た
か
ら
、

ζ

の
塩
紗
を
「
{
呂
売
法
下
末
塩
引
」
と
呼
称
し
て
も
良
い
の
で
あ
る
が
、
時
人
が
塩
紗
或
い
は
末
塩
紗
と
呼
称
す
る

と
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

や
は

b
官
売
法
下
末
塩
紗
と
呼
称
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
う
。
と
も
あ
れ
、
官
売
法
下
末
塩
紗
と
は

宮
売
塩
法
体
制
下

K
於
い
て
行
使
さ
れ
た
塩
紗
或
い
は
塩
引
の
謂
で
あ
る

D

官
売
法
下
末
塩
紗
は
、
北
宋
時
代
の
所
謂
東
南
地
方

K
於
い
て
の
み
行
使
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
行
使
は
ζ

の
東
南
地
方
に
官
売
塩
法
が
施
行

さ
れ
て
い
た
期
間

K
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
と
併
行
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
の
よ
う
左
末
塩
紗
を
殊
更

K
官
売
法
下
末
塩
紗
と
呼
称
し
、
通
商
塩
法
下

K
普
遍
的

K
行
使
さ
れ
て
い
た
塩
紗
即
ち
通
商
法
下
末
塩
紗
と
厳

密
に
識
別
し
た
最
も
重
要
左
理
由
は
、
官
売
法
下
末
塩
紗
と
通
商
法
下
末
塩
紗
と
の
間
に
は
そ
の
制
度

K
重
要
左
相
違
が
あ
h
y
、
そ
の
相
違
を
区

別
し
左
け
れ
ば
、
東
南
地
方
塩
法
の
展
開
・
変
革
過
程
が
理
解
出
来
左
い
か
ら
で
あ
る
口

(3) 

、

官
売
法
下
末
塩
鈴
の
発
行

-
行
使
制
度

官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
と
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
と
の
聞
に
は
重
要
左
相
違
が
あ
る
ロ
そ
の
本
質
的
相
違
は
、

通
商
法
下
末
塩
紗
は
通
商
塩
法
体
制

K
適
合
し
た
塩
紗
制
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
官
売
法
下
末
塩
紗
は
厳
し
い
国
家
統
制
で
あ
る
官
売
塩
法
体

制
の
枠
内
に
適
合
す
る
よ
う
K
規
制
νた
塩
紗
制
度
で
あ
っ
た
と
と

K
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
い
え
ば
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発

行
・
行
使
制
度
の
枠
は
緩
く
て
自
由
が
利
き
、
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
の
枠
は
は
る
か
に
制
約
が
厳
し
い
ロ

ζ

の
両
種
末
塩
紗
の

性
格
の
差
は
、
大
き
く
は
そ
の
発
行
制
度
の
相
違
と
行
使
制
度
の
相
違
と

K
区
分
さ
れ
る
。

先
づ
発
行
制
度
の
相
違
点
に
つ
い
て
見
る
と
、
両
者
共
そ
の
発
行
に
関
し
て
は
「
商
人
入
銭
京
師
権
貨
務
受
末
塩
紗
」
の
基
本
的
形
式
の
手
続

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

を
経
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
こ
の
手
続
を
商
人
に
経
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
塩
販
売
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
利
益
の
大
部
分
は
中
央
財
政

収
入
と
な
る
は
ず
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
際
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発
行
制
度
の
場
合
は
、
そ
の
巨
額
の
発
行
額
（
崇
寧
年
間
以
降
数
年
聞
は
大

略
年
間
一
千
萬
貫
）
を
満
た
す
為
に
、
「
入
銭
京
師
権
貨
務
」
の
運
用
を
拡
大
し
て
、
寺
銭
の
み
な
ら
ず
金
銀
・
絹
寓
・
穀
物
な
ど
の
－
「
物
資
入
納
」

を
も
認
め
、
更
に
は
京
師
入
納
の
み
な
ら
ず
大
軍
の
屯
集
す
る
辺
境
重
要
拠
点
で
の
馬
銭
・
物
資
入
納
所
謂
「
沿
細
入
納
」
を
も
京
師
現
銭
入
納

と
同
等
に
扱
う
こ
と
を
も
認
め
る
。
そ
し
て
更
に
有
時
の
際
に
は
、
沿
辺
入
納
を
勧
誘
助
長
す
る
重
め
入
寺
物
資
の
価
格
優
遇
・
代
価
支
払
優
遇

措
置
を
も
採
る
。
こ
の
愚
な
通
商
法
下
末
女
紗
の
発
行
制
度
で
は
、
末
塩
辛
発
行
の
枠
は
極
め
て
緩
や
か
で
、
多
種
・
多
地
方
の
商
品
が
直
ち
に

夕
風
紗
と
交
換
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
又
一
方
で
は
、
価
格
優
遇
や
代
価
支
払
優
遇
の
為
め
、
発
行
し
た
末
期
紗
の
総
額
は
大
き
く
て
も

実
際
の
現
銭
・
物
資
入
納
額
は
比
較
的
少
な
く
、
殊
に
京
師
確
貨
務
に
於
け
る
現
銭
入
納
額
は
い
よ
い
よ
少
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
に
対
し
、
官
能
法
下
末
塩
紗
の
発
行
制
慶
の
場
合
は
、
北
宋
一
代
を
通
じ
年
聞
発
行
額
は
通
商
法
下
末
塩
紗
に
比
べ
て
比
較
的
少
な
か
っ

た
と
は
い
え
・
　
（
元
豊
年
間
以
前
に
て
は
年
間
四
百
萬
貫
程
度
）
そ
の
発
行
の
基
本
的
政
策
と
し
て
は
、
京
師
財
貨
務
の
現
銭
入
納
の
み
を
認
め
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

る
現
銭
法
を
主
体
と
し
、
物
資
入
納
法
や
沿
辺
入
室
回
廊
法
や
そ
れ
等
に
伴
う
価
格
優
遇
・
支
払
優
遇
措
置
は
有
時
の
際
の
短
期
間
し
か
認
め
な

か
っ
た
為
め
菅
売
法
下
五
悪
紗
発
行
額
は
殆
ど
そ
の
ま
ま
京
師
催
貨
凝
霜
銭
収
入
額
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
両
者
の
発
行
制
度
を
比
べ
る
と
、
末

塩
紗
の
発
行
方
法
に
関
す
る
制
度
的
幅
が
広
い
か
狭
い
か
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
次
に
末
塩
紗
の
行
使
制
度
の
相
違
点
に
つ
い
て
見
る
と
、
通
商
法
下
末
歩
速
の
行
使
は
「
商
王
入
銭
京
師
権
徳
器
直
面
塩
紗
」
一
「
商
品
携
行

末
塩
紗
予
東
南
沿
海
塩
場
受
話
」
1
「
商
人
不
老
内
陸
州
県
販
塩
」
の
経
過
を
辿
る
。
こ
れ
に
対
し
官
売
山
下
末
細
紗
の
行
使
は
「
商
人
入
銭
京

師
権
重
訳
受
末
塩
紗
」
i
「
商
人
携
行
末
塩
紗
子
東
南
内
陸
州
県
高
倉
受
塩
」
一
「
商
人
販
売
塩
塩
詰
周
辺
地
」
の
経
過
を
辿
る
。
こ
の
末
塩
紗

行
使
過
程
の
相
違
が
通
商
法
下
末
塩
紗
と
官
売
法
下
末
塩
紗
と
の
各
々
の
行
使
制
度
の
基
本
的
な
相
違
点
と
な
る
。
両
者
の
異
な
る
所
は
、
　
「
運

塩
」
を
商
人
が
行
う
か
或
い
は
否
か
で
あ
っ
て
、
通
商
法
下
末
塩
魚
の
行
使
に
あ
っ
て
は
、
商
人
は
沿
海
毛
馬
に
て
塩
の
支
払
を
受
け
る
の
で
、

塩
の
主
た
る
消
費
地
で
あ
る
内
陸
地
方
ま
で
大
き
な
費
用
を
要
す
る
本
格
的
塩
運
送
を
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
花
売
南
下

盛
塩
紗
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
商
人
は
塩
の
販
売
を
志
す
内
陸
州
県
塩
倉
に
て
塩
の
支
払
を
受
け
る
の
で
、
本
格
的
な
塩
運
送
に
は
全
く
関
与

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

を
経
る
と
と

K
は
変

b
は
ま
い
。
と
の
手
続
を
商
人

K
経
さ
せ
る
と
と

K
よ
っ
て
、
塩
販
売

K
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
利
益
の
大
部
分
は
中
央
財
政

収
入
と
左
る
は
ず
の
も
の
と
左
る
ロ

と
の
際
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発
行
制
度
の
場
合
は
、

そ
の
巨
額
の
発
行
額
〈
崇
寧
年
間
以
降
数
年
間
は
大

略
年
間
一
千
高
貫
)
を
満
た
す
為

K
、
「
入
銭
京
師
権
貨
務
」
の
運
用
を
拡
大
し
て
、
現
銭
の
み
左
ら
ず
金
銀
・
絹
白
?
穀
物
ま
ど
の
「
物
資
入
納
」

を
も
認
め
、
更
に
は
京
師
入
納
の
み
ま
ら
ず
大
軍
の
屯
集
す
る
辺
境
重
要
拠
点
で
の
現
銭
・
物
資
入
納
所
謂
「
沿
辺
入
納
」
を
も
京
師
現
銭
入
納

と
同
等
に
扱
う
と
と
を
も
認
め
る
ロ
そ
し
て
更

K
有
時
の
際

K
は
、
沿
辺
入
納
を
勧
誘
助
長
す
る
為
め
入
納
物
資
の
価
格
優
遇
・
代
価
支
払
優
遇

措
置
を
も
採
る
。
と
の
様
ま
通
商
法
下
末
塩
紗
の
発
行
制
度
で
は
、
末
塩
紗
発
行
の
枠
は
極
め
て
緩
や
か
で
、
多
種
・
多
地
方
の
商
品
が
直
ち

K

末
塩
紗
と
交
換
す
る
と
と
が
出
来
る
。
し
か
し
叉
一
方
で
は
、
価
格
優
遇
や
代
価
支
払
優
遇
の
為
め
、
発
行
し
た
末
塩
紗
の
総
額
は
大
き
く
て
も

実
際
の
現
銭
・
物
資
入
納
額
は
比
較
的
少
左
く
、
殊

K
京
師
権
貨
務

K
於
け
る
現
銭
入
納
額
は
い
よ
い
よ
少
左
い
と
い
う
結
果

K
左
る
こ
と
が
多

い
。
と
れ

K
対
し
、
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
制
度
の
場
合
は
、
北
宋
一
代
を
通
じ
年
開
発
行
額
は
通
商
法
下
末
塩
紗
に
比
べ
て
比
較
的
少
な
か
っ

た
と
は
い
え
、

〈
元
豊
年
間
以
前

K
て
は
年
間
四
百
高
貫
程
度
)
そ
の
発
行
の
基
本
的
政
策
と
し
て
は
、
京
師
権
貨
務
の
現
銭
入
納
の
み
を
認
め

(4 ) 

る
現
銭
法
を
主
体
と
し
、
物
資
入
納
法
や
沿
辺
入
納
転
廊
法
や
そ
れ
等

K
伴
う
価
格
優
遇
・
支
払
優
遇
措
置
は
有
時
の
際
の
短
期
間
し
か
認
め
ま

か
っ
た
為
め
、
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
額
は
殆
ど
そ
の
ま
を
京
師
権
貨
務
現
銭
収
入
額
と
ま
っ
た
ロ
要
す
る

K
両
者
の
発
行
制
度
を
比
べ
る
と
、
末

塩
紗
の
発
行
方
法

K
関
す
る
制
度
的
幅
が
広
い
か
狭
い
か
が
大
き
ま
相
違
点
で
あ
る
と
言
え
る
。

次

K
末
塩
紗
の
行
使
制
度
の
相
違
点

K
つ
い
て
見
る
と
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
行
使
は
「
商
人
入
銭
京
師
権
貨
務
受
末
塩
紗
」

i
「
商
人
携
行

末
塩
紗
子
東
南
沿
海
塩
場
受
塩
」

l
「
商
人
運
塩
内
陸
州
県
販
塩
」
の
経
過
を
辿
る
。
と
れ

K
対
し
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
は
「
商
人
入
銭
京

師
権
貨
務
受
末
塩
紗
」

i
「
商
人
携
行
末
塩
紗
子
東
南
内
陸
州
県
塩
倉
受
塩
」

l
「
商
人
販
売
塩
塩
倉
周
辺
地
」
の
経
過
を
辿
る
。
と
の
末
塩
紗

行
使
過
程
の
相
違
が
通
商
法
下
末
塩
紗
と
官
売
法
下
末
塩
紗
と
の
各
々
の
行
使
制
度
の
基
本
的
左
相
違
点
と
ま
る
ロ
両
者
の
異
左
る
所
は
、

「
遼

塩
」
を
商
人
が
行
う
か
或
い
は
否
か
で
あ
っ
て
、
通
商
法
下
末
塩
紗
の
行
使
に
あ
っ
て
は
、
商
人
は
沿
海
塩
場
に
て
塩
の
支
払
を
受
け
る
の
で
、

塩
の
主
た
る
消
費
地
で
あ
る
内
陸
地
方
ま
で
大
き
ま
費
用
を
要
す
る
本
格
的
塩
運
送
を
経
営
し
左
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
こ
れ
に
対
し
、
官
売
法
下

末
塩
紗
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
商
人
は
塩
の
販
売
を
志
す
内
陸
州
県
塩
倉

K
て
塩
の
支
払
を
受
け
る
の
で
、
本
格
的
左
塩
運
送

K
は
全
く
関
与



し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
字
句
面
か
ら
見
れ
ば
、
　
「
運
塩
」
の
僅
か
二
字
の
有
無
の
相
違
で
あ
る
が
、
こ
の
僅
か
の
差
が
実
は
通
商
塩
法
と

官
売
塩
法
と
の
二
つ
の
塩
法
体
制
の
本
質
的
相
違
を
反
映
し
、
更
に
は
通
商
法
下
と
官
売
法
華
と
の
末
塩
紗
行
使
制
度
の
本
質
的
相
違
を
決
定
づ

け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
塩
の
重
要
性
を
更
に
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
塩
の
生
産
・
流
通
過
程
で
最
も
経
費
と
資
本
力
と
が

必
要
な
の
は
、
広
大
な
大
陸
の
長
大
な
水
路
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ぬ
中
国
に
あ
っ
て
は
、
流
通
過
程
の
球
宴
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
塩
法
運
営
上
最
も
基
本
的
な
塩
運
送
を
国
家
が
分
担
す
る
か
或
い
は
商
人
が
分
担
す
る
か
、
そ
の
差
は
塩
法
体
制
上
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

官
売
塩
法
と
は
こ
の
塩
運
送
を
国
家
が
管
理
し
た
体
制
の
謂
で
あ
り
、
通
商
塩
法
と
は
こ
れ
を
導
入
が
支
配
し
た
体
制
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
北
宋

時
代
の
史
料
に
見
え
る
語
法
に
よ
っ
て
も
明
瞭
で
あ
る
侮
。
こ
の
塩
運
送
を
商
入
資
本
が
支
配
し
た
通
商
期
に
於
い
て
は
、
大
規
模
な
塩
市
場
と

運
送
設
備
と
を
一
手
に
握
っ
て
、
巨
大
な
経
済
的
実
力
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
塩
豆
商
が
出
現
し
、
そ
の
実
力
を
背
景
に
す
る
発
言
力
と
圧
力
と

そ
の
動
向
と
に
よ
っ
て
国
家
財
政
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
北
宋
末
期
以
降
明
清
時
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
北
宋
朝
は
、
こ
の
塩
運
送
権
を
管
理
す
る
官
憲
法
を
東
南
地
方
に
て
は
永
《
維
持
継
続
さ
せ
、
更
に
は
そ
の
塩
売
法
に
適
合
し
た
末
末
紗
を

発
行
し
肉
入
に
行
使
さ
せ
た
。
こ
れ
が
官
売
紅
熱
末
当
事
な
の
で
あ
り
、
こ
の
塩
売
法
下
末
薬
事
行
使
に
よ
る
塩
販
売
法
と
基
本
的
な
国
家
の
直

接
塩
販
売
法
と
を
併
用
し
た
塩
釜
体
制
の
呼
称
が
北
宋
時
代
の
歴
史
的
な
「
東
南
官
立
塩
法
」
な
の
で
あ
る
。
塩
運
送
権
を
商
入
に
任
せ
る
か
国

家
が
管
理
す
る
か
、
そ
の
差
が
塩
法
体
制
に
及
ぼ
す
影
響
は
誠
に
大
き
く
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
官
売
塩
魚
下
に
あ
っ
て
は
髭
面
を
国
家
が
管

理
し
、
内
陸
転
音
或
い
ば
一
部
の
県
官
の
塩
倉
に
至
る
ま
で
塩
を
運
送
し
貯
備
し
て
い
る
た
め
、
絵
入
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
は
、
そ
の
毒

血
官
吏
に
末
濃
紗
を
提
示
し
て
塩
の
支
払
を
受
け
そ
の
周
辺
地
に
販
面
す
る
だ
け
に
止
ま
る
か
ら
、
大
規
模
な
塩
の
運
送
・
取
引
を
業
と
す
る
酒

客
商
は
本
質
的
に
は
存
在
し
得
ず
、
　
「
舗
戸
」
と
称
さ
れ
る
定
住
販
塩
の
諸
費
が
専
ら
活
動
す
る
こ
と
と
な
る
。
通
商
塩
石
下
の
補
題
商
の
盛
大

な
活
動
と
こ
の
心
置
塩
法
馬
の
塩
冶
質
の
細
々
た
る
活
動
と
の
商
業
資
本
活
動
の
規
模
の
差
は
、
誠
に
甚
し
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
等
の
官
売
下
下
末
塩
紗
行
使
に
於
け
る
商
入
活
動
の
通
商
法
下
末
塩
紗
行
使
と
は
異
な
る
顕
著
な
相
違
は
、
総
て
末
塩
煎
行
使
制
度
の

中
の
特
に
運
塩
に
関
す
る
相
違
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
官
製
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
を
見
て
来
る
と
、
宮
売
言
下
宋
学
紗
は
そ
の
発
行
額
の
制
約
・
代
納
干
物
の
制
限
・
代
納
地

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

（5）

し
ま
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
字
匂
面
か
ら
見
れ
ば
、

「
運
塩
」
の
僅
か
二
字
の
有
無
の
相
違
で
あ
る
が
、

と
の
僅
か
の
差
が
実
は
通
商
塩
法
と

宮
売
塩
法
と
の
こ
つ
の
塩
法
体
制
の
本
質
的
相
違
を
反
映
し
、

更
に
は
通
商
法
下
と
官
売
法
下
と
の
末
塩
紗
行
使
制
度
の
本
質
的
相
違
を
決
定
づ

け
る
要
因
と
在
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ロ

こ
の
運
塩
の
重
要
性
を
更
に
具
体
的

K
述
べ
れ
ば
、
塩
の
生
産
・
流
通
過
程
で
最
も
経
費
と
資
本
力
と
が

必
要
・
な
の
は
、
広
大
左
大
陸
の
長
大
左
水
路
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ぬ
中
国

K
あ
っ
て
は
、
流
通
過
程
の
運
塩
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
左
い
ロ

と
の
塩
法
運
営
上
最
も
基
本
的
左
塩
運
送
を
国
家
が
分
担
す
る
か
或
い
は
商
人
が
分
担
す
る
か
、

そ
の
差
は
塩
法
体
制
上
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

官
売
塩
法
と
は
と
の
塩
運
送
を
国
家
が
管
理
し
た
体
制
の
謂
で
あ

b
、
通
商
塩
法
と
は
ζ

れ
を
商
人
が
支
配
し
た
体
制
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
北
宋

時
代
の
史
料

K
見
え
る
語
法

K
よ
っ
て
も
明
瞭
で
あ
る
同
。

ζ

の
塩
運
送
を
商
人
資
本
が
支
配
し
た
通
商
期

K
於
い
て
は
、
大
規
模
左
塩
市
場
と

運
送
設
備
と
を
一
手
に
握
っ
て
、

巨
大
ま
経
済
的
実
力
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
塩
客
商
が
出
現
し
、

そ
の
実
力
を
背
景

K
す
る
発
言
力
と
圧
力
と

そ
の
動
向
と
に
よ
っ
て
国
家
財
政

K
重
大
左
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
北
宋
末
期
以
降
明
清
時
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。

だ
か
ら

と
そ
北
宋
朝
は
、

ζ

の
塩
運
送
権
を
管
理
す
る
官
売
法
を
東
南
地
方

K
て
は
永
〈
維
持
継
続
さ
せ
、
更
に
は
そ
の
官
売
法

K
適
合
し
た
末
塩
紗
を

発
行
し
商
人
に
行
使
さ
せ
た
。

こ
れ
が
官
売
法
下
末
塩
紗
ま
の
で
あ
h
y
、

と
の
官
売
法
下
末
塩
紗
行
使

K
よ
る
塩
販
売
法
と
基
本
的
ま
国
家
の
直

(5) 

接
塩
販
売
法
と
を
併
用
し
た
塩
法
体
制
の
呼
称
が
北
宋
時
代
の
歴
史
的
左
「
東
南
官
売
塩
法
」
を
の
で
あ
る
。
塩
運
送
権
を
商
人

K
任
せ
る
か
国

家
が
管
理
す
る
か
、

そ
の
差
が
塩
法
体
制

K
及
ぼ
す
影
響
は
誠

K
大
き
く
本
質
的
ま
も
の
で
あ
る
ロ
官
売
塩
法
下
に
あ
ヲ
て
は
運
塩
を
凪
家
が
管

理
し
、

内
陸
諸
州
或
い
は
一
部
の
県
鎮
の
塩
倉

K
至
る
ま
で
塩
を
運
送
し
貯
備
し
て
い
る
た
め
、
商
人
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
は
、

そ
の
塩

倉
官
更
に
末
塩
紗
を
提
示
し
て
塩
の
支
払
を
受
け
そ
の
周
辺
地
札
販
塩
す
る
だ
け
に
止
ま
る
か
ら
、
大
規
模
左
塩
の
運
送
・
取
引
を
業
と
す
る
塩

客
商
は
本
質
的
に
は
存
在
し
得
ず
、

「
舗
一
戸
」
と
称
さ
れ
る
定
住
販
塩
の
坐
買
が
専
ら
活
動
す
る
こ
と
と
左
る
。
通
商
塩
法
下
の
塩
客
商
の
盛
大

左
活
動
と
ζ

の
官
売
塩
法
下
の
塩
坐
買
の
細
々
た
る
活
動
と
の
商
業
資
本
活
動
の
規
模
の
差
は
、
誠
に
甚
し
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
左
ら
左

い口

ζ

れ
等
の
官
売
法
下
末
塩
紗
行
使

K
於
け
る
商
人
活
動
の
通
商
法
下
末
塩
紗
行
使
と
は
異
左
る
顕
著
左
相
違
は
、
総
て
末
塩
紗
行
使
制
度
の

中
の
特

K
運
塩

K
関
す
る
相
違
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
制
度
を
見
て
来
る
と
、
官
売
法
下
末
塩
紗
は
そ
の
発
行
額
の
制
約
・
代
納
銭
物
の
制
限
・
代
納
地

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

の
制
限
・
塩
運
送
権
の
徹
底
的
制
限
等
々
の
面
か
ら
見
て
、

極
め
て
厳
し
い
官
呼
塩
法
の
制
約
の
枠
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

N

　
官
売
法
下
末
羅
紗
の
発
行
・
行
使
の
意
義
は
、
こ
れ
を
大
き
く
経
済
史
・
財
政
史
上
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
勿
論
一
般
的
な
塩
紗
の
発
行
・
行

使
の
意
義
の
枠
内
に
入
っ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
、
官
売
法
下
魚
塩
紗
は
よ
り
一
般
的
な
通
商
法
下
辺
紗
の
制
度
を
官

売
塩
法
下
に
独
特
な
制
度
に
規
制
し
た
塩
紗
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
は
又
独
特
な
意
義
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
義
は
大
き
く
は
財
政
政
策
的
な
塩
法

上
の
意
義
と
財
政
上
の
意
義
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
D
　
官
売
法
下
末
塩
紗
の
塩
法
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
薬
売
虚
心
末
薬
毒
の
発
行
行
使
の
意
義
を
塩
法
上
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
官
倉
法
下
末
塩
紗
の
発
行
行
使
に
は
極
め
て
重
要
な
二
つ
の
意
義
が

あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
官
売
塩
法
施
行
の
初
期
に
繰
返
え
さ
れ
た
秘
書
丞
直
史
館
「
孫
鑑
」
と
か
参
知
政
事
「
王
随
」
と
か
の
通
商
藩
法
復
活
へ

の
根
強
い
意
見
を
、
市
部
法
下
末
塩
紗
の
行
使
と
い
う
商
入
活
動
を
包
摂
す
る
稻
通
商
塩
法
的
な
制
慶
に
よ
っ
て
同
化
吸
収
し
得
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
二
は
、
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
に
よ
っ
て
、
塩
販
売
に
際
し
て
商
入
資
本
の
活
動
を
も
利
用
し
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
の
み
で
は
販
売
を

維
持
し
難
い
塩
市
場
を
商
入
の
開
拓
に
任
せ
る
体
制
を
整
え
得
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
の
柔
軟
性
あ
る
経
済
的
地
盤
の
上
に
柔
軟
性
あ

る
官
権
法
下
末
塩
紗
の
行
使
が
展
開
し
、
年
間
二
百
数
十
萬
貫
か
ら
四
百
萬
貫
に
も
達
す
る
巨
額
な
立
売
法
下
末
塩
紗
発
行
に
よ
る
里
並
が
京
師
確

貨
務
に
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
㈲
、
東
南
官
売
塩
法
は
、
　
一
つ
に
は
通
商
塩
法
的
政
策
の
吸
収
と
い
う
政
策
的
柔
軟
性
に
よ
っ
て
、
又
一
つ

に
は
巨
額
な
中
央
現
銭
収
入
と
い
う
財
政
的
有
利
性
と
に
よ
っ
て
、
強
固
に
し
て
且
つ
弾
力
性
に
富
ん
だ
二
心
と
揺
が
し
難
い
旙
暇
な
塩
法
体
制

と
な
り
、
無
慮
主
意
十
年
も
後
の
崇
寧
元
年
十
一
月
の
察
京
通
商
定
法
施
行
に
至
る
ま
で
、
堅
持
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
東
南
官

売
塩
法
が
、
そ
の
強
力
な
戸
口
把
握
を
基
盤
と
す
る
国
家
の
直
接
塩
販
売
法
で
あ
る
面
戸
塩
魚
法
・
計
転
売
塩
橋
・
蚕
塩
豆
・
産
塩
法
な
ど
の
年

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

の
制
限
・
塩
運
送
権
の
徹
底
的
制
限
等
々
の
面
か
ら
見
て
、
極
め
て
厳
し
い
官
売
塩
法
の
制
約
の
枠
内

K
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一、

官

売

法

下

末

塩

鈴

の

意

義

官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
・
行
使
の
意
義
は
、

こ
れ
を
大
き
く
経
済
史
・
財
政
史
上
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
勿
論
一
般
的
在
塩
紗
の
発
行
・
行

使
の
意
義
の
枠
内
に
入
っ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
、
官
売
法
下
末
塩
紗
は
よ

b
一
般
的
ま
通
商
法
下
塩
紗
の
制
度
を
官

売
塩
法
下
に
独
特
左
制
度

K
規
制
し
た
塩
紗
で
あ
る
以
上
、

そ
れ

K
は
叉
独
特
左
意
義
が
あ
っ
た
。

そ
の
意
義
は
大
き
く
は
財
政
政
策
的
左
塩
法

上
の
意
義
と
財
政
上
の
意
義
と

K
分
け
ら
れ
る
ロ

、E

，
T
ム，・1

官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
行
使
の
意
義
を
塩
法
上
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
行
使

K
は
極
め
て
重
要
左
二
つ
の
意
義
が

官

売

法

下

末

塩

紗

の

塩

法

上

の

意

義

(6) 

あ
っ
た
ロ

そ
の
一
は
、
官
売
塩
法
施
行
の
初
期

K
繰
返
え
さ
れ
た
秘
書
丞
直
史
館
「
孫
周
知
」
と
か
参
知
政
事
「
王
随
」
と
か
の
通
商
塩
法
復
活
へ

の
根
強
い
意
見
を
、
宮
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
と
い
う
商
人
活
動
を
包
摂
す
る
精
通
商
塩
法
的
左
制
度

K
よ
っ
て
同
化
吸
収
し
得
た
ζ

と
で
あ
h
y
、

そ
の
こ
は
、
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
に
よ
ヲ
て
、

塩
販
売

K
際
し
て
商
人
資
本
の
活
動
を
も
利
用
し
、

国
家
の
直
接
塩
販
売
の
み
で
は
販
売
を

維
持
し
難
い
塩
市
場
を
商
人
の
開
拓

K
任
せ
る
体
制
を
整
え
得
た
こ
と
で
あ
る
。

ζ

う
し
て
、

そ
の
柔
軟
性
あ
る
経
済
的
地
盤
の
上
に
柔
軟
性
あ

る
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
が
展
開
し
、
年
間
二
百
数
十
高
貫
か
ら
四
百
島
貫

K
も
達
ナ
る
巨
額
左
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
に
よ
る
現
銭
が
京
師
権

貨
務
に
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
左
る
と
師
、
東
南
官
売
塩
法
は
、

一
つ

K
は
通
商
塩
法
的
政
策
の
吸
収
と
い
う
政
策
的
柔
軟
性
に
よ
っ
て
、
叉
一
つ

K
は
巨
額
在
中
央
現
銭
収
入
と
い
う
財
政
的
有
利
性
と
に
よ
っ
て
、
強
固

K
し
て
且
つ
弾
力
性

K
富
ん
だ
二
度
と
揺
が
し
難
い
隔
地
大
左
塩
法
体
制

と
左

b
、
無
慮
百
数
十
年
も
後
の
崇
寧
元
年
十
一
月
の
蒸
京
通
商
塩
法
施
行

K
至
る
ま
で
、

堅
持
さ
れ
続
け
る
ζ

と
と
左
る
り
で
あ
る
ロ
東
南
官

売
塩
法
が
、

そ
の
強
力
左
戸
口
把
握
を
基
盤
と
す
る
国
家
の
宜
接
塩
販
売
法
で
あ
る
客
戸
塩
銭
法
・
計
口
売
塩
法
・
蚕
塩
法
・
産
塩
法
ま
ど
の
年



代
推
移
に
伴
う
量
的
・
質
的
衰
退
の
大
勢
に
も
拘
ら
ず
、
百
数
十
年
間
も
維
持
さ
れ
得
た
裏
に
は
、
こ
の
安
売
法
下
野
塩
紗
の
行
使
と
い
う
弾
力

性
に
富
ん
だ
塩
販
売
法
が
展
開
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
言
葉
を
替
え
て
言
え
ば
、
官
業
塩
法
は
そ

の
戸
口
把
握
野
塩
法
の
弱
体
化
と
商
業
的
鰻
筒
法
の
進
捗
と
に
よ
っ
て
年
々
形
骸
化
し
て
行
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
空
間
を
年
々
拡
大
す
る

官
売
上
下
末
塩
紗
行
使
の
堅
磐
に
よ
っ
て
埋
め
て
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
後
に
は
官
売
塩
法
の
形
骸
を
破
棄
し
、
早

馬
法
下
宋
沖
釣
の
制
度
を
更
に
自
由
な
通
商
法
下
末
法
紗
の
制
度
に
切
替
え
た
察
京
通
商
法
出
現
の
遠
因
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
。
こ
の
様
に

見
て
来
る
と
、
官
売
法
理
末
塩
紗
は
、
官
売
塩
法
の
前
期
の
間
に
於
い
て
は
国
家
の
直
接
塩
販
売
法
の
不
備
の
部
分
を
補
う
役
割
を
充
分
に
果
た

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
期
に
な
っ
て
来
る
と
そ
の
補
足
の
役
割
を
逸
脱
し
て
官
業
塩
法
体
制
を
侵
愛
す
る
元
兇
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
官
売
下

下
末
塩
紗
の
塩
法
上
の
役
割
は
、
そ
の
後
期
に
な
る
と
全
く
変
質
し
果
て
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
　
官
売
法
下
末
塩
紗
の
財
政
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
官
売
法
下
末
心
墨
の
発
行
行
使
の
意
義
を
財
政
上
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
も
又
極
め
て
重
要
な
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
年

聞
四
百
萬
貫
以
上
の
巨
額
に
も
達
し
た
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
に
伴
う
京
師
確
貨
務
現
銭
収
入
で
あ
る
「
末
塩
紗
銭
」
或
い
は
「
末
塩
銭
」
の

大
き
な
財
政
的
意
義
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
発
行
さ
れ
た
官
売
法
下
末
塩
辛
の
京
師
一
東
南
地
方
間
約
束
手
形
と
し
て
の
経
済
的
・
財
政
的
意

義
で
・
あ
る
α
①
。
，

　
ま
つ
官
売
輩
下
末
瓦
全
の
発
行
に
伴
う
京
師
権
貨
務
の
現
銭
収
入
か
ら
見
る
と
、
官
売
翼
下
末
羅
紗
発
行
の
代
価
と
し
て
毎
年
京
師
権
貨
務
に

納
入
さ
れ
る
現
銭
は
、
そ
の
収
入
名
目
上
「
東
南
末
塩
紗
銭
」
と
呼
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
省
略
し
て
「
東
南
末
寺
銭
」
或
い
は
「
末
塩
紗

銭
」
と
呼
称
さ
れ
、
更
に
は
単
に
「
末
子
銭
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
続
々
治
通
鑑
長
編
巻
二
百
七
十
三
熈
寧
九
位
二
月
旧
事
の
条
に

　
　
市
易
司
言
6
。
昨
被
旨
、
本
司
以
末
塩
紗
銭
貸
河
北
耕
入
、
至
恩
成
日
、
償
以
米
粟
、
葛
鰹
軍
儲

と
あ
る
の
は
、
こ
の
請
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
に
伴
う
代
価
高
麗
を
「
末
国
選
銭
」
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
重
西

糧
草
般
運
告
端
可
撲
内
蔵
継
之
の
条
に

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

（7）

代
推
移

K
伴
う
量
的
・
質
的
衰
退
の
大
勢

K
も
拘
ら
ず
、
百
数
十
年
間
も
維
持
さ
れ
得
た
裏
に
は
、

こ
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
行
使
と
い
う
弾
力

性

K
富
ん
だ
塩
販
売
法
が
展
開
し
続
け
て
い
た
と
と
を
抜
き

K
し
て
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
言
葉
を
替
え
て
言
え
ば
、
官
売
塩
法
は
そ

の
戸
口
把
握
販
塩
法
の
弱
体
化
と
商
業
的
販
塩
法
の
進
捗
と

K
よ
っ
て
年
々
形
骸
化
し
て
行
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
空
間
を
年
々
拡
大
す
る

官
売
法
下
末
塩
紗
行
使
の
販
塩

K
よ
っ
て
埋
め
て
行
つ
先
に
過
ぎ
左
い
と
い
う
と
と
で
も
あ
る
ロ

と
れ
が
後

K
は
官
売
塩
法
の
形
骸
を
破
棄
し
、
官

売
法
下
末
塩
紗
の
制
度
を
更
に
自
由
左
通
商
法
下
末
塩
紗
の
制
度

K
切
替
え
た
察
京
通
商
法
出
現
の
遠
因
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
。

ζ

の
様

K

見
て
来
る
と
、
官
売
法
下
末
塩
紗
は
、
{
目
売
塩
法
の
前
期
の
聞
に
於
い
て
は
国
家
の
直
接
塩
販
売
法
の
不
備
の
部
分
を
補
う
役
割
を
充
分

K
果
た

し
て
い
た
が
、

そ
の
後
期
に
ま
っ
て
来
る
と
そ
の
補
足
の
役
割
を
逸
脱
し
て
官
売
塩
法
体
制
を
侵
蝕
す
る
元
兇
と
在
っ
た
と
も
い
え
る
。
宮
売
法

下
末
塩
紗
の
塩
法
上
の
役
割
は
、

そ
の
後
期
に
在
る
と
全
く
変
質
し
果
て
て
い
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
ロ

(2) 

官

売

法

下

末

塩

紗

の

財

政

的

意

義

官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
行
使
の
意
義
を
財
政
上
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

こ
れ
も
叉
極
め
て
重
要
在
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
は
、
年

(7) 

間
四
百
島
貫
以
上
の
巨
額

K
も
達
し
た
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行

K
伴
う
京
師
権
貨
務
現
銭
収
入
で
あ
る
「
末
塩
紗
銭
」
或
い
は
「
末
塩
銭
」
の

大
き
左
財
政
的
意
義
で
あ

b
、
そ
の
二
九
、
発
行
さ
れ
た
官
売
法
下
末
塩
紗
の
京
師

l
東
南
地
方
間
約
束
手
形
と
し
て
の
経
済
的
・
財
政
的
意

義
で
あ
る
酬
。

ま
づ
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行
に
伴
う
京
師
権
貨
務
の
現
銭
収
入
か
ら
見
る
と
、
{
呂
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
と
し
て
毎
年
京
師
権
貨
務

K

納
入
さ
れ
る
現
銭
は
、

そ
の
収
入
名
目
上
「
東
南
末
塩
紗
銭
」
と
呼
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
省
略
し
て
「
東
南
末
塩
銭
」
或
い
は
「
末
塩
紗

銭
」
と
呼
称
さ
れ
、
更
に
は
単

κ
「
末
塩
銭
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
百
七
十
三
照
寧
九
年
二
月
辛
卯
の
条

K

市
易
司
一
言
刷
。
昨
被
旨
、
本
司
以
末
塩
紗
銭
貸
河
北
耕
人
、
至
秋
成
目
、
償
以
米
粟
、
積
為
軍
儲

と
あ
る
の
は
、

こ
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
発
行

K
伴
う
代
価
現
銭
を
「
末
塩
紗
銭
」
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ

b
、
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
侠
西

糧
草

生般
否運
"'J 丘二
1¥:口

実望
書議
売内
産蔵

来継

事2
君、条
義 K

ペコ

て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

　
　
商
質
入
東
南
末
塩
銭
、
旧
法
属
確
貨
務
、
以
応
副
河
北
見
銭
紗
。

と
あ
る
の
の
「
東
南
末
塩
銭
」
や
、
歴
代
名
臣
奏
議
巻
二
百
七
十
理
財
の
項
に

　
　
　
（
毛
注
）
又
言
、
朝
廷
自
昔
謹
三
路
之
備
、
糧
儲
豊
麗
、
其
癖
非
他
、
惟
紗
法
流
通
、
上
下
交
信
、
東
南
末
塩
銭
、
為
河
北
八
塚
、
東
北
塩
、

　
　
為
河
東
之
備
、
解
池
塩
、
為
陳
西
之
備
。

と
あ
る
の
の
「
東
南
末
塩
銭
」
等
は
、
官
売
組
下
末
羅
紗
発
行
の
代
価
現
銭
を
東
南
末
塩
銭
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
又
宋
会
要
輯
稿
食
貨

三
〇
天
聖
九
年
四
月
五
日
の
条
に

　
　
三
司
請
、
在
京
催
貨
務
遠
慮
塩
銭
、
歳
以
百
八
十
萬
三
千
絡
、
建
州
市
茶
、
歳
以
五
十
萬
斤
、
真
州
軽
愚
茶
立
、
歳
以
二
百
五
十
綱
、
為
定

　
　
額
。

と
あ
る
の
の
「
末
塩
銭
」
や
、
長
編
巻
三
百
四
十
一
元
豊
六
年
十
一
月
甲
子
の
条
に

　
　
詔
・
給
末
塩
銭
二
＋
藩
・
付
欝
転
運
司
市
蟹
封
椿
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

と
あ
る
の
の
「
末
塩
銭
」
等
は
、
官
爵
北
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
当
を
末
塩
押
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
　
嚇
方
、
東
南
地
方
の
国
家
の
直

接
塩
販
売
に
よ
る
現
銭
収
入
も
、
当
然
東
南
現
地
で
は
末
々
銭
と
呼
称
さ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
官
売
法
脈
末
詰
篭
発
行
の
代
価
集

銭
の
謂
で
あ
る
器
財
銭
は
、
異
な
る
現
銭
を
も
指
す
こ
と
が
起
き
る
。
会
要
食
貨
二
三
の
詳
細
な
「
国
朝
会
要
」
の
塩
額
統
計
に
続
ぐ
「
自
煕
寧

九
年
課
額
並
紗
価
塩
税
銭
歳
額
」
の
記
事
中
に

　
　
末
塩
、
六
百
七
十
九
萬
五
千
四
百
四
十
貫
二
百
六
十
丈
、
収
到
銭
、
除
有
応
副
准
漸
買
塩
辛
青
銭
外
、
並
工
費
軍
資
庫
送
納
。
紗
銭
、
祖
額

　
　
二
百
四
十
萬
四
千
三
十
四
貫
五
百
文
、
其
紗
額
面
、
準
勅
封
椿
準
備
支
還
河
北
壷
草
価
銭
。

と
あ
っ
て
、
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
量
の
こ
と
を
「
不
偏
」
と
呼
称
し
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
銭
の
こ
と
を
「
末
塩
（
銭
）
」
と
呼
称

し
て
い
る
の
は
、
末
塩
銭
の
呼
称
が
京
師
と
東
南
地
方
と
で
は
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

前
者
は
中
央
収
入
で
あ
り
後
者
は
現
地
収
入
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
銭
収
入
を
取
扱
う
官
司
も
片
や
京
師
確
貨
務
で
あ
り
片
や
東
南
地
方
各
路
提
挙

塩
釜
司
或
い
は
馬
路
転
婆
司
で
あ
る
関
係
上
、
例
え
末
塩
銭
の
異
な
る
用
法
が
あ
っ
て
も
、
当
時
に
於
い
て
も
現
在
の
史
料
取
扱
に
於
い
て
も
混

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

商
賢
人
東
南
末
塩
銭
、
旧
法
属
権
貨
務
、
以
応
副
河
北
見
銭
紗
ロ

と
あ
る
の
の
「
東
南
末
塩
銭
」
や
、
歴
代
名
臣
奏
議
巻
二
百
七
十
理
財
の
現
に

(
毛
注
)
又
言
、
朝
廷
白
昔
謹
三
路
之
備
、
糧
儲
豊
溢
、
其
術
非
他
、
惟
紗
法
流
通
、

上
下
交
信
、
東
南
末
塩
銭
、
為
河
北
之
備
、
東
北
塩
、

為
河
東
之
備
、
解
池
塩
、
為
侠
西
之
備
ロ

と
あ
る
の
の
「
東
南
末
塩
銭
」
等
は
、
{
日
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
を
東
南
末
塩
銭
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ
る
ロ
叉
宋
会
要
輯
稿
食
貨

三
O
天
聖
九
年
四
月
五
日
の
条
K

三
司
詩
、
在
京
権
貨
務
入
末
塩
銭
、
歳
以
百
八
十
島
三
千
縄
、
建
州
市
茶
、
歳
以
五
十
高
斤
、
真
州
転
般
茶
倉
、
歳
以
二
百
五
十
綱
、

為
定

額

と
あ
る
の
の
「
末
塩
銭
」
や
、
長
編
巻
三
百
四
十
一
元
豊
六
年
十
一
月
甲
子
の
条

K

詔
、
給
末
塩
銭
二
十
高
絹
、
付
挟
西
転
運
司
、
市
街
糧
封
椿
。

(8 ) 

と
あ
る
の
の
「
末
塩
銭
」
等
は
、
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
を
末
塩
銭
と
呼
称
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

一
方
、
東
南
地
方
の
国
家
の
直

接
塩
販
売
に
よ
る
現
銭
収
入
も
、
当
然
東
南
現
地
で
は
末
塩
銭
と
呼
称
さ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現

銭
の
謂
で
あ
る
末
塩
銭
は
、
毘
(
左
る
現
銭
を
も
指
す
ζ

と
が
起
き
る
。
会
要
食
貨
二
三
の
詳
細
左
「
国
朝
会
要
」
の
塩
額
統
計

K
続
く
「
自
照
寧

九
年
課
額
並
紗
価
塩
税
銭
歳
額
」
の
記
事
中

K

末
塩
、
六
百
七
十
九
高
五
千
四
百
四
十
寅
二
百
六
十
文
、
収
到
銭
、
除
有
応
一
副
准
新
買
塩
支
用
銭
外
、
並
係
赴
軍
資
庫
送
納
ロ
紗
銭
、
祖
額

二
百
四
十
高
四
千
三
十
四
買
五
百
文
、
其
紗
額
銭
、
準
勅
封
椿
準
備
支
還
河
北
糧
草
価
銭
。

と
あ
っ
て
、
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
の
こ
と
を
「
紗
銭
」
と
呼
称
し
、

国
家
の
直
接
塩
販
売
銭
の
と
と
を
「
末
塩
(
銭
)
」
と
呼
称

し
て
い
る
の
は
、
末
塩
銭
の
呼
称
が
京
師
と
東
南
地
方
と
で
は
そ
の
内
容
を
異

K
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

前
者
は
中
央
収
入
で
あ

b
後
者
は
現
地
収
入
で
あ
っ
て
、

そ
の
現
銭
収
入
を
取
扱
う
官
司
も
片
や
京
師
権
貨
務
で
あ

b
片
や
東
南
地
方
各
路
提
挙

塩
事
司
或
い
は
各
路
転
運
司
で
あ
る
関
係
上
、
例
え
末
塩
銭
の
異
左
る
用
法
が
あ
っ
て
も
、
当
時

K
於
い
て
も
現
在
の
史
料
取
扱

K
於
い
て
も
混



同
ず
る
こ
と
は
無
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
理
屈
の
上
で
は
こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
心
象
法
下
末
斜
位
発
行
の
代
価
現
身

の
こ
と
を
末
塩
紗
銭
と
呼
称
し
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
銭
の
こ
と
を
末
塩
辛
と
呼
称
す
る
の
が
そ
の
内
容
上
妥
当
な
呼
称
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

は
史
料
上
の
用
語
と
合
致
せ
ず
若
干
の
混
乱
を
感
ず
る
の
で
、
筆
者
は
前
者
を
末
塩
紗
銭
と
呼
称
し
、
後
者
を
量
売
末
塩
銭
と
呼
称
す
る
こ
と
に

す
る
。

　
雄
蜂
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
轟
轟
で
あ
る
末
塩
紗
銭
は
、
京
師
権
貨
務
に
納
入
さ
れ
て
か
ら
は
そ
こ
で
暫
く
封
椿
即
ち
プ
ー
ル
・
集
積
貯
備

さ
れ
た
後
、
主
と
し
て
河
北
沿
辺
の
軍
需
物
資
納
入
に
対
す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
る
建
前
で
あ
っ
た
。
こ
の
末
塩
紗
銭
の
用
途
の
重
要
さ
が
官
売

書
下
末
塩
紗
発
行
の
重
要
な
意
義
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
会
要
の
前
掲
記
事
中
に
「
其
心
象
銭
、
準
勅
封
椿
準
備
支
還
河
北
糧
恩
遇
銭
」
と
あ
る

の
は
、
こ
の
末
塩
紗
銭
の
年
間
収
入
糖
蜜
の
全
額
が
京
師
聖
女
務
に
封
椿
さ
れ
、
や
が
て
は
河
北
等
辺
軍
糧
の
代
価
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
基
本
的
な
史
料
で
あ
る
。
末
細
紗
銭
の
年
間
収
入
課
額
が
二
百
萬
貫
か
ら
四
百
萬
貫
程
度
の
額
を
前
後
し
て
い
た
こ
と
は
別
考
す
る
所

で
あ
る
か
ら
σ
、
こ
こ
で
は
複
塩
紗
銭
の
支
出
に
関
す
る
更
料
か
ら
、
そ
の
河
北
沿
辺
軍
糧
納
入
に
対
す
る
支
払
や
そ
の
支
払
方
法
や
更
に
は
そ

の
他
の
財
政
三
途
へ
の
支
出
等
を
考
察
す
る
。
ま
ず
会
要
食
貨
三
九
煕
寧
三
年
八
月
十
三
日
の
条
に

　
　
権
三
司
使
呉
慢
言
、
三
審
屯
聚
士
馬
、
費
用
三
賀
、
河
北
沿
辺
、
歳
於
確
脇
起
給
絡
銭
二
三
百
萬
、
以
供
便
乗
、
三
皇
遮
音
、
不
在
基
数
。

と
あ
る
の
は
、
熈
寧
初
年
に
は
年
間
二
三
百
萬
絡
の
現
銭
が
京
師
確
業
務
よ
り
河
北
沿
辺
の
便
粂
の
支
払
に
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料

の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
年
間
二
三
百
萬
繕
に
も
及
ぶ
工
銭
の
収
入
名
目
が
何
で
あ
っ
た
か
、
此
の
史
料
で
は
単
に
確
貨
務
よ
り
給
す
と
あ
る
だ
け

で
あ
る
か
ら
不
明
で
あ
る
が
、
煕
三
軍
年
頃
に
翰
林
学
士
権
三
司
使
で
あ
っ
た
「
沈
括
」
の
記
述
に
よ
る
と
、
そ
の
現
銭
が
夫
塩
紗
銭
で
あ
っ
た

事
や
、
更
に
は
当
時
の
末
塩
紗
銭
の
収
支
に
関
す
る
事
実
ま
で
，
が
明
確
に
な
っ
て
来
る
。
即
ち
ま
ず
正
本
の
夢
楚
筆
談
巻
十
一
官
政
一
の
項
に
、

　
　
塩
之
晶
至
重
、
　
：
：
・
（
中
略
〉
：
・
：
、
唯
陳
西
路
穎
塩
有
定
課
、
歳
為
銭
二
百
三
十
萬
繕
、
自
余
盈
虚
不
二
、
大
約
歳
入
二
千
余
萬

　
　
繕
、
唯
末
塩
、
歳
自
抄
三
百
萬
、
供
河
北
辺
乗
、
其
他
減
給
雌
蕊
経
費
而
已
。

と
あ
っ
て
、
先
の
河
北
沿
辺
便
乗
の
年
間
費
用
二
三
百
萬
貫
は
、
年
収
二
千
余
萬
貫
に
も
達
し
た
塩
法
収
入
の
額
の
中
の
「
末
塩
」
に
関
す
る
収

入
の
中
か
ら
「
抄
（
紗
）
三
百
萬
貫
」
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
末
塩
に
関
す
る
収
入
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
官

　
　
北
禾
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

（9　）

同
す
る
と
と
は
無
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

理
屈
の
上
で
は
と
の
記
事

K
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭

の
と
と
を
末
塩
紗
銭
と
呼
称
し
、
国
家
の
直
接
塩
販
売
銭
の
ζ

と
を
末
塩
銭
と
呼
称
す
る
の
が
そ
の
内
容
上
妥
当
左
呼
称
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
で

は
史
料
上
の
用
語
と
合
致
せ
ず
若
干
の
混
乱
を
感
ず
る
の
で
、
筆
者
は
前
者
を
末
塩
紗
銭
と
呼
称
し
、
後
者
を
宮
売
末
塩
銭
と
呼
称
す
る
ζ

と
に

す
る
。

官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
で
あ
る
末
塩
紗
銭
は
、
京
師
権
貨
務

K
納
入
さ
れ
て
か
ら
は
そ
と
で
暫
く
封
椿
即
ち
プ

l
ル
・
集
積
貯
備

さ
れ
た
後
、
主
と
し
て
河
北
沿
辺
の
軍
需
物
資
納
入

K
対
す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
る
建
前
で
あ
っ
た
。

ζ

の
末
塩
紗
銭
の
用
途
の
重
要
さ
が
官
売

法
下
末
塩
紗
発
行
の
重
要
在
意
義
の
一
つ
左
の
で
あ
る
。
会
要
の
前
掲
記
事
中

K
「
其
紗
額
銭
、
準
勅
封
椿
準
備
支
還
、
河
北
糧
草
価
銭
」
と
あ
る

の
は
、

と
の
末
塩
紗
銭
の
年
間
収
入
謀
額
の
全
額
が
京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
、

や
が
て
は
河
北
沿
辺
軍
糧
の
代
価
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
と

と
を
示
す
基
本
的
左
史
料
で
あ
る
。
末
塩
紗
銭
の
年
間
収
入
課
額
が
二
百
高
貫
か
ら
四
百
高
貫
程
度
の
額
を
前
後
し
て
い
た
と
と
は
別
考
す
る
所

で
あ
る
か
ら
げ
、

こ
こ
で
は
末
塩
紗
銭
の
支
出

K
関
す
る
!
史
料
か
ら
、

そ
の
河
北
沿
辺
軍
糧
納
入

K
対
す
る
支
払
や
そ
の
支
払
方
法
や
更

K
は
そ

の
他
の
財
政
支
途
へ
の
支
出
等
を
考
察
す
る
ロ

ま
ず
会
要
食
貨
三
九
照
寧
三
年
八
月
十
三
日
の
条

K

C 9 ) 

権
三
司
使
呉
充
言
、
三
路
屯
緊
士
馬
、
費
用
不
賞
、
河
北
沿
辺
、
歳
於
権
貨
務
給
縮
銭
二
三
百
島
、
以
供
使
来
、
非
汎
応
付
、
不
在
其
数
口

と
あ
る
の
は
、
照
寧
初
年
に
は
年
間
二
三
百
島
絹
の
現
銭
が
京
師
権
貨
務
よ
h
y
河
北
沿
辺
の
使
余
の
支
払

K
供
給
さ
れ
て
い
た
と
と
を
示
す
史
料

の
一
例
で
あ
る
口
と
の
年
間
二
三
百
高
絹

K
も
及
ぶ
現
銭
の
収
入
名
目
が
何
で
あ
っ
た
か
、

此
の
史
料
で
は
単

K
権
貨
務
よ
h
y
給
ナ
と
あ
る
だ
け

で
あ
る
か
ら
不
明
で
あ
る
が
、
照
寧
末
年
頃

K
翰
林
学
士
権
三
司
使
で
あ
っ
た
「
沈
括
」
の
記
述
に
よ
る
と
、

そ
の
現
銭
が
末
塩
紗
銭
で
あ
ヲ
た

事
や
、
更

K
は
当
時
の
末
塩
紗
銭
の
収
支
に
関
す
る
事
実
ま
で
が
明
確
に
ま
っ
て
来
る
。
即
ち
ま
ず
祐
括
の
夢
渓
筆
談
巻
十
一
官
政
一
の
項
に
、

塩
之
口
問
至
多
、

(
中
略
)

-
・
、
唯
険
西
路
頼
塩
有
定
謀
、
歳
為
銭
二
百
三
十
島
縮
、
自
余
盈
虚
不
常
、
大
約
歳
入
二
千
余
高

縄
、
唯
末
塩
、
歳
白
抄
三
百
高
、
供
河
北
辺
余
、
其
他
皆
給
本
処
経
費
而
巳
。

と
あ
っ
て
、
先
の
河
北
沿
辺
使
粂
の
年
間
費
用
二
三
百
島
貫
は
、
年
収
二
千
余
高
貫

K
も
達
し
た
塩
法
収
入
の
額
の
中
の
「
末
塩
」

K
関
す
る
収

入
の
中
か
ら
「
抄
(
紗
)
三
百
島
貰
」
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
口

乙
の
末
塩

K
関
す
る
収
入
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
官

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

売
末
塩
銭
で
あ
っ
た
の
か
末
塩
紗
銭
で
あ
っ
た
の
か
或
い
は
そ
の
他
の
銭
で
あ
っ
た
の
か
は
、
次
の
長
編
巻
二
百
八
十
熈
寧
十
年
二
月
戊
申
の
条

に
見
え
る
沈
括
の
記
述
に
よ
っ
て
明
白
と
な
る
。
即
ち

　
　
沈
積
雑
誌
日
、
　
：
：
・
（
中
略
）
　
：
・
：
、
度
支
歳
粂
河
北
辺
粟
三
百
萬
紹
、
悉
為
東
南
塩
紗
、
而
櫨
貨
務
日
入
紗
之
利
、
萬
縄
以
為
常
、

　
　
是
時
練
三
千
余
繕
。

と
あ
っ
て
、
　
「
歳
粂
河
北
辺
粟
三
百
萬
繕
」
と
あ
る
財
政
費
目
と
「
単
為
東
南
塩
紗
」
と
あ
る
支
払
手
段
と
「
而
確
冠
状
国
入
紗
之
利
、
萬
雪
下

為
常
」
と
あ
る
収
入
名
目
と
の
対
比
記
述
に
よ
っ
て
、
先
の
年
間
三
百
萬
経
の
末
塩
に
関
す
る
収
入
と
は
、
即
売
末
塩
銭
等
で
は
な
く
し
て
、
間

違
い
な
く
末
薄
紗
銭
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
之
の
沈
括
の
記
述
に
よ
る
と
、
河
北
沿
心
象
粂
の
代
価
の
支
払
手
段
は
「
悉
為
東
南
塩
紗
」

と
あ
る
か
ら
、
一
見
こ
の
句
の
「
為
」
の
語
を
「
ナ
ス
・
ツ
ク
ル
」
と
読
め
ば
、
河
北
沿
辺
差
身
の
代
価
と
し
て
は
、
京
師
権
病
冠
封
椿
の
末
塩

紗
銭
の
適
期
そ
の
も
の
を
支
払
う
の
で
は
な
く
し
て
、
直
ち
に
東
南
廉
売
屋
下
末
塩
紗
そ
の
も
の
を
支
給
す
る
所
謂
「
折
中
法
」
の
観
が
あ
る
。
し

か
し
、
続
く
収
入
名
目
を
示
す
「
糖
蜜
貨
畑
瀬
入
紗
之
利
、
萬
繕
以
為
常
」
の
句
に
於
い
て
、
河
北
無
辺
軍
糧
年
間
三
百
萬
繕
の
費
用
を
支
払
う

為
に
は
、
櫨
貨
務
の
毎
日
の
官
選
笹
下
末
娘
紗
発
行
額
従
っ
て
毎
日
の
末
塩
紗
銭
の
納
入
額
は
一
萬
絹
程
度
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

て
い
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
　
「
三
栖
東
南
塩
紗
」
の
句
の
「
紗
」
の
語
は
「
銭
」
の
誤
り
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
或
い
は
「
為
」
の
語
は
「
タ
メ
」

と
読
ん
で
、
河
北
沿
辺
軍
糧
三
百
萬
網
の
費
用
は
悉
く
東
南
官
売
法
下
盛
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
た
る
命
懸
紗
銭
の
利
益
の
御
蔭
で
あ
る
と
解
す

る
の
が
正
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
沈
痛
の
記
述
等
の
史
料
か
ら
、
要
す
る
に
京
師
権
貨
務
に
封
椿
さ
れ
た
里
並
紗
銭

は
、
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。
こ
れ
は
、
先
に
掲
げ
た
会
要
食
貨
二
三
の
「
自
煕

寧
九
年
課
額
云
々
」
の
記
事
中
に

　
　
紗
銭
、
祖
額
、
二
百
四
十
萬
四
千
三
十
四
貫
五
百
丈
、
其
紗
額
銭
、
準
縄
封
着
準
備
官
費
河
北
糧
草
工
銭
。

と
あ
っ
て
、
手
塩
紗
銭
は
悉
く
「
河
北
糧
草
布
銭
の
支
払
の
為
に
封
羨
し
準
備
し
支
還
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
原
則
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
史
料
だ
け
で
は
、
末
塩
煮
銭
が
果
た
し
て
何
処
に
納
入
さ
れ
封
椿
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
㊨
。
と
こ
ろ

で
、
先
の
長
編
の
沈
括
の
記
述
に
よ
る
と
、
煕
寧
末
年
に
於
け
る
末
塩
無
銭
の
収
支
の
異
常
な
不
均
衡
の
事
態
ま
で
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
て

（10）

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

売
末
塩
銭
で
あ
っ
た
の
か
末
塩
紗
銭
で
あ
っ
た
の
か
或
い
は
そ
の
他
の
銭
で
あ
っ
た
の
か
は
、
次
の
長
編
巻
二
百
八
十
照
寧
十
年
二
月
戊
申
の
条

K
見
え
る
沈
括
の
記
述

K
よ
っ
て
明
白
と
左
る
。
即
ち

沈
括
白
誌
日
、

(
中
略
)

度
支
歳
粂
河
北
辺
粟
三
百
高
縮
、
悉
為
東
南
塩
紗
、
而
権
貨
務
日
入
紗
之
利
、
高
絹
以
為
常
、

是
時
緯
得
千
余
絹
。

と
あ
っ
て
、

「
歳
粂
河
北
辺
粟
三
百
高
絹
」
と
あ
る
財
政
費
目
と
「
悉
為
東
南
塩
紗
」
と
あ
る
支
払
手
段
と
「
而
権
貨
務
日
入
紗
之
利
、
高
絹
以

為
常
」
と
あ
る
収
入
名
目
と
の
対
比
記
述

K
よ
っ
て
、
先
の
年
間
三
百
高
絹
の
末
塩

K
関
す
る
収
入
と
は
、
官
売
末
塩
銭
等
で
は
左
く
し
て
、
間

違
い
左
〈
末
塩
紗
銭
で
あ
っ
た
ζ

と
が
知
ら
れ
る
口

と
の
沈
括
の
記
述

K
よ
る
と
、
河
北
沿
辺
使
余
の
代
価
の
支
払
手
段
は
「
悉
為
東
南
塩
紗
」

と
あ
る
か
ら
、

一
見
と
の
匂
の
「
為
」
の
語
を
「
ナ
ス
・
ツ
ク
ル
」
と
…
読
め
ば
、
河
北
沿
辺
便
余
の
代
価
と
し
て
は
、
京
師
権
貨
務
封
椿
の
末
塩

紗
銭
の
現
銭
そ
の
も
の
を
支
払
う
の
で
は
ま
く
し
て
、
直
ち

K
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
そ
の
も
の
を
支
給
す
る
所
謂
「
折
中
法
」
の
観
が
あ
る
口
し

か
し
、
続
く
収
入
名
目
を
示
す
「
而
権
貨
務
日
入
紗
之
利
、
高
絹
以
為
常
」
の
匂
に
於
い
て
、
河
北
沿
辺
軍
糧
年
間
三
百
高
絹
の
費
用
を
支
払
う

(10) 

為
K
は
、
権
貨
務
の
毎
日
の
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
額
従
っ
て
毎
日
の
末
埠
紗
銭
の
納
入
額
は
一
高
絹
程
度

K
達
し
ま
け
れ
ば
左
ら
左
い
と
述
べ

て
い
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、

「
悉
為
東
南
塩
紗
」
の
句
の
「
紗
」
の
語
は
「
銭
」
の
誤
h
y
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
或
い
は
「
為
」
の
語
は
「
タ
メ
」

と
読
ん
で
、
河
北
沿
辺
軍
糧
三
百
高
橋
の
費
用
は
悉
く
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
代
価
現
銭
た
る
末
塩
紗
銭
の
利
益
の
御
蔭
で
あ
る
と
解
す

る
の
が
正
し
い
と
と
が
知
ら
れ
る
。

と
の
様
左
沈
括
の
記
述
等
の
史
料
か
ら
、
要
す
る

K
京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
た
末
塩
紗
銭

は
、
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
判
明
し
た
と
思
う
。
と
れ
は
、
先

K
掲
げ
た
会
要
食
貨
二
三
の
「
自
照

寧
九
年
課
額
云
々
」
の
記
事
中

K

紗
銭
、
祖
額
、
二
百
四
十
高
四
千
三
十
四
貫
五
百
文
、
其
紗
額
銭
、
準
勅
封
椿
準
備
支
還
河
北
糧
草
価
銭
。

と
あ
っ
て
、
末
塩
紗
銭
は
悉
く
「
河
北
糧
草
価
銭
の
支
払
の
為

K
封
椿
し
準
備
し
支
還
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
原
則
の
通

b
で
あ
る
。

た
だ

と
の
史
料
だ
け
で
は
、
末
塩
紗
銭
が
果
た
し
て
何
処

K
納
入
さ
れ
封
椿
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
左
か
っ
た
だ
け
の
ζ

と
で
あ
る
則
。
と
と
ろ

で
、
先
の
長
編
の
洗
括
の
記
述

K
よ
る
と
、
照
寧
末
年
に
於
け
る
末
塩
紗
銭
の
収
支
の
異
常
在
不
均
衡
の
事
態
ま
で
が
明
き
ら
か

K
さ
れ
て
い
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
味
を
惹
か
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
次
項
の
競
売
法
下
末
男
紗
の
約
・
束
手
形
と
し
て
の
意
義
の
考
察
に
於
．
い
て
扱
お
う
と
思
う
U
。

　
京
師
確
底
企
に
封
椿
さ
れ
た
末
塩
紗
銭
は
、
や
が
て
は
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
の

京
師
権
貨
務
に
封
椿
さ
れ
た
細
砂
が
、
果
た
し
て
如
何
な
る
方
法
で
遙
か
彼
方
の
河
北
沿
辺
で
の
支
払
に
充
て
ら
れ
得
る
の
か
、
そ
の
支
払
方
法

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
先
掲
の
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
難
西
糧
草
般
細
越
蜴
可
擾
内
蔵
継
之
の
条
に

　
　
商
質
入
東
南
末
塩
銭
、
旧
法
属
催
貨
務
、
以
応
副
河
北
見
回
紗
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
京
師
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
は
、
決
し
て
河
北
沿
辺
ま
で
多
く
の
経
費
を
か
け
て
現
銭
運
送
す
る
の
で
は
な
く
て
、
京
師
権

貨
務
に
て
封
椿
準
備
し
た
ま
ま
、
河
北
沿
辺
に
て
発
行
さ
れ
京
師
細
面
務
の
現
銭
で
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
「
河
北
見
銭
糧
」
の
提
示
を
待
つ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
河
北
見
銭
紗
と
は
何
か
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
さ
て
澄
き
、
こ
の
様
な
河
北
斜
辺
に
於
け
る
約
束
手
形
の

発
行
と
京
師
権
貨
務
に
於
け
る
末
塩
魚
銭
で
の
支
払
の
事
実
は
、
他
の
史
料
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
先
掲
の
歴
代
名
臣
凝
議
巻
二
百
七

十
理
財
の
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
（
毛
注
）
兼
言
、
朝
廷
自
主
謹
三
路
之
備
、
糧
三
豊
温
、
其
術
二
布
、
惟
紗
法
流
通
、
上
下
交
信
、
東
南
末
塩
銭
、
為
河
北
之
備
、
東
北
塩
　
α

　
　
為
河
東
之
備
、
曽
池
塩
、
為
陳
西
之
備
、
鰻
重
並
積
於
京
師
、
随
所
積
多
寡
、
給
紗
於
磁
路
、
如
洞
北
糧
草
紗
、
霜
融
並
支
見
銭
、
号
飛
銭

　
　
法
。

と
あ
っ
て
、
　
「
東
南
末
塩
銭
」
即
ち
京
師
確
貨
務
封
椿
の
末
塩
紗
銭
が
、
河
北
熱
電
に
て
発
行
さ
れ
た
「
河
北
糧
草
藤
」
の
提
示
に
対
し
て
支
払

わ
れ
て
い
た
事
実
や
、
更
に
は
先
掲
の
夢
漢
筆
談
巻
十
一
官
政
一
の
項
に

　
　
唯
末
塩
、
歳
自
抄
三
百
萬
、
供
河
北
辺
粂
、
其
他
皆
給
本
処
経
費
而
已
。

と
あ
っ
て
、
末
塩
紗
銭
が
「
抄
（
紗
）
」
に
よ
っ
て
河
北
辺
粂
に
供
給
さ
れ
て
い
た
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
抄
三
百
萬
」
と
は
、
内
容
的
に

は
官
売
言
下
器
量
紗
を
も
指
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
河
北
糧
草
藁
を
指
す
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
こ
れ
等
の
三
史
料
を
参
照
す
る
と
、

京
師
確
貨
無
封
椿
の
末
学
紗
銭
は
、
　
「
河
北
見
銭
紗
」
や
「
河
北
糧
草
紗
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を
介
し
て
、
河
北
沿
辺
の
軍
糧
調
達

費
を
主
と
す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
き
ら
か
と
な
る
。
こ
の
河
北
糧
烏
鳶
と
は
、
　
「
河
北
心
密
壷
草
交
紗
」
の
略
称
で
あ
っ
て
、

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

興
味
を
惹
か
れ
る
が
、

と
の
問
題
は
次
項
の
官
売
法
下
末
塩
紗
の
約
束
手
形
と
し
て
の
意
義
の
考
察

K
於
い
て
扱
恥
う
と
思
う
叫
口

京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
た
末
塩
紗
銭
は
、

や
が
て
は
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
支
払

K
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
が
判
明
し
た
が
、

と
の

京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
た
現
銭
が
、
果
た
し
て
如
何
在
る
方
法
で
温
か
彼
方
の
河
北
沿
辺
で
の
支
払

K
充
て
ら
れ
得
る
の
か
、

そ
の
支
払
方
法

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
ζ

で、

ま
ず
先
掲
の
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
快
西
糧
草
般
運
告
掲
可
援
内
蔵
継
之
の
条

K

商
貫
入
東
南
末
塩
銭
、
旧
法
属
権
貨
務
、
以
応
副
河
北
見
銭
紗
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
京
師
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
は
、
決
し
て
河
北
沿
辺
ま
で
多
く
の
経
費
を
か
け
て
現
銭
運
送
す
る
の
で
は
左
く
て
、
京
師
権

貨
務

K
て
封
椿
準
備
し
た
ま
ま
、
河
北
沿
辺

K
て
発
行
さ
れ
京
師
権
貨
務
の
現
銭
で
支
払
う
と
と
を
約
束
し
た
「
河
北
見
銭
紗
」
の
提
示
を
待
ヲ

も
の
で
あ
フ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
と
の
河
北
見
銭
紗
と
は
何
か
、

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
さ
て
争
き
、

こ
の
様
な
河
北
沿
辺

K
於
け
る
約
束
手
形
の

発
行
と
京
師
権
貨
務

K
於
け
る
末
塩
紗
銭
で
の
支
払
の
事
実
は
、
他
の
史
料

K
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
先
掲
の
歴
代
名
臣
奏
議
巻
二
百
七

十
理
貯
の
項

K

(
毛
注
)
叉
言
、
朝
廷
自
昔
謹
三
路
之
備
、
糧
儲
豊
溢
、
其
術
非
他
、
惟
紗
法
流
通
、
上
下
交
信
、
東
南
末
塩
銭
、
為
河
北
之
備
、
東
北
塩

(11) 

為
河
東
之
備
、
解
池
塩
、
為
快
西
之
備
、
其
銭
並
積
於
京
師
、
随
所
積
多
寡
、
給
紗
於
三
路
、
如
、
河
北
糧
草
紗
、
至
京
並
支
見
銭
、
号
飛
銭

法

と
あ
っ
て
、

「
東
南
末
塩
銭
」
即
ち
京
師
権
貨
務
封
椿
の
末
塩
紗
銭
が
、
河
北
沿
辺

K
て
発
行
さ
れ
た
「
河
北
糧
草
紗
」
の
提
示

K
対
し
て
支
払

わ
れ
て
い
た
事
実
や
、
更
に
は
先
掲
の
夢
渓
筆
談
巻
十
一
宮
政
一
の
項

K

唯
末
塩
、
歳
白
抄
三
百
島
、
供
河
北
辺
粂
、
其
他
皆
給
本
処
経
費
而
己
。

と
あ
っ
て
、
末
塩
紗
銭
が
「
抄
〈
紗
)
」

K
よ
っ
て
河
北
辺
粂
K
供
給
さ
れ
て
い
た
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
の
「
抄
三
百
高
」
と
は
、
内
容
的
K

は
宮
亮
法
下
末
塩
紗
を
も
指
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
厳
密

K
は
河
北
糧
草
紗
を
指
す
と
と
は
疑
い
得
左
い
。

ζ

れ
等
の
三
史
料
を
参
照
す
る
と
、

京
師
権
貨
務
封
椿
の
末
塩
紗
銭
は
、

「
河
北
見
銭
紗
」
や
「
河
北
糧
草
紗
」
在
ど
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を
介
し
て
、
河
北
沿
辺
の
軍
糧
調
達

費
を
、
主
と
す
る
支
払

K
充
て
ら
れ
て
い
た
と
と
が
明
き
ら
か
と
ま
る
。

と
の
河
北
糧
草
紗
と
は
、

「
河
北
使
余
糧
草
交
紗
」
の
略
称
で
あ
っ
て
、

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

「
河
北
入
中
乗
草
蒲
扇
」
や
「
河
北
見
七
三
紗
」
と
並
ん
で
そ
の
専
考
は
既
に
為
さ
れ
て
い
み
か
ら
⑲
、
こ
こ
で
は
か
か
る
約
束
手
形
の
支
払
代

価
と
な
っ
て
い
た
京
師
確
報
務
馬
銭
の
実
体
を
究
賛
し
た
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
京
師
権
貨
務
に
納
入
さ
れ
る
末
塩
紗
銭
は
、
　
「
権
園
務
妻

入
紗
之
利
、
道
立
以
為
常
」
の
収
入
状
況
で
、
椎
漏
壷
は
こ
の
収
入
状
況
の
末
塩
散
銭
を
「
曲
言
封
椿
準
備
支
還
河
北
二
幅
価
銭
」
と
あ
る
よ
う

に
封
署
し
、
次
い
で
「
如
河
北
糧
草
紗
、
至
芸
干
支
見
風
」
と
あ
る
よ
う
に
交
紗
の
捷
示
を
受
け
て
支
払
う
。
か
く
し
て
、
遙
か
北
辺
の
河
北
沿

辺
軍
糧
調
達
費
に
、
京
師
審
議
務
の
末
塩
紗
銭
が
支
払
わ
れ
得
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
年
間
三
百
萬
貫
程
度
も
の
巨
額
な
現
量
収
入
に
よ

っ
て
、
辺
境
警
備
の
大
軍
を
配
置
し
た
河
北
地
方
沿
辺
の
大
量
な
軍
糧
調
達
の
費
用
を
充
足
さ
せ
得
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
大
き
な
意
義
を
果

た
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
末
塩
賃
銭
の
重
要
な
財
政
的
効
果
で
あ
り
、
延
い
て
は
官
憲
法
下
諌
言
紗
発
行
の
財
政
的
意
義
の
重
要

な
一
項
目
で
あ
る
。

　
京
師
権
貨
務
に
言
意
さ
れ
た
末
書
紗
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
辺
境
軍
糧
の
調
達
方
法
は
、
こ
の
末
塩
寺
銭
の
収
支
に
余
裕
の
あ
っ
た
時
期
主
と

し
て
話
説
・
元
豊
新
法
の
振
興
期
に
は
、
河
北
沿
辺
の
み
な
ら
ず
河
東
長
辺
や
陳
西
沿
辺
等
の
北
辺
全
体
の
軍
糧
調
達
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

長
編
巻
三
百
四
十
＝
兀
豊
六
年
十
一
月
甲
子
の
条
に

　
　
詔
、
給
末
塩
銭
二
十
萬
経
、
付
陳
西
転
運
司
、
市
劉
糧
封
椿
。

と
あ
る
の
は
、
陳
書
地
方
の
軍
糧
調
達
費
に
末
塩
紗
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、
同
じ
く
長
編
巻
二
百
九
十
二
元
豊
元
年
九
月
庚
寅
の
条

に
、　

　
詔
三
司
、
続
支
末
塩
銭
二
十
萬
繕
、
付
河
東
転
運
司
、
市
糧
草
。

と
あ
る
の
や
、
同
じ
く
長
編
巻
三
百
元
豊
二
年
九
月
丁
丑
の
条
に

　
　
賜
末
塩
銭
二
十
萬
網
、
付
河
東
転
運
司
、
市
軍
儲
。

と
あ
る
の
等
は
、
河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費
に
も
末
塩
濃
鼠
が
支
出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
等
の
陳
西
・
河
東

地
方
に
於
け
る
軍
糧
調
達
費
に
末
塩
紗
銭
が
支
払
わ
れ
る
際
に
も
、
決
し
て
京
師
櫨
貨
務
か
ら
現
地
に
ま
で
多
額
の
経
費
の
か
か
る
雪
意
運
送
を

行
っ
て
、
軍
糧
納
入
の
土
入
に
身
銭
を
支
払
う
の
で
は
な
く
、
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
際
に
河
北
便
粂
思
草
交
紗
等
を
使
用
し
て
京
師
罹
黒
身
末

（12）

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
端
診
の
意
義
に
つ
い
て

「
河
北
入
中
糧
草
交
紗
」
や
「
河
北
見
銭
交
紗
」
と
並
ん
で
そ
の
専
考
は
既
に
為
さ
れ
て
い
る
か
ら
ゆ
、

ζ

と
で
は
か
か
る
約
束
手
形
の
支
払
代

価
と
左
っ
て
い
た
京
師
権
貨
務
現
銭
の
実
体
を
究
明
し
た
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
京
師
権
貨
務

K
納
入
さ
れ
る
末
塩
釣
銭
は
、

「
権
貨
務
日

入
紗
之
利
、
高
絹
以
為
常
」
の
収
入
状
況
で
、
松
貨
務
は
ζ

の
収
入
状
況
の
末
塩
紗
銭
を
「
準
勅
封
椿
準
備
支
還
河
北
糧
草
価
銭
」
と
あ
る
よ
う

K
封
椿
し
、
次
い
で
「
如
、
河
北
糧
草
紗
、
至
京
並
支
見
銭
」
と
あ
る
よ
う
に
交
紗
の
提
示
を
受
け
て
支
払
う
ロ
か
く
し
て
、
遥
か
北
辺
の
河
北
沿

辺
軍
糧
調
達
費

K
、
京
師
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
が
支
払
わ
れ
得
る
と
と
と
左
る
わ
け
で
あ
る
。
年
間
三
百
高
貫
程
度
も
の
巨
額
左
現
銭
収
入

K
よ

っ
て
、
辺
境
警
備
の
大
軍
を
配
置
し
た
河
北
地
方
沿
辺
の
大
量
ま
軍
糧
調
達
の
費
用
を
充
足
さ
せ
得
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
大
き
在
意
義
を
果

た
し
た
と
言
わ
ね
ば
左
ら
ま
い
。
こ
れ
は
末
塩
紗
銭
の
重
要
左
財
政
的
効
果
で
あ
h
y
、
延
い
て
は
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
財
政
的
意
義
の
重
要

を
一
項
目
で
あ
る
。

京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
た
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
辺
境
軍
糧
の
調
達
方
法
は
、

と
の
末
塩
紗
銭
の
収
支

K
余
裕
の
あ
っ
た
時
期
主
と

し
て
照
寧
・
元
豊
新
法
の
振
興
期

K
は
、
河
北
沿
辺
の
み
左
ら
ず
河
東
沿
辺
や
険
西
沿
辺
等
の
北
辺
全
体
の
軍
糧
調
達

K
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
口

(12) 

長
編
巻
三
百
四
十
一
元
豊
六
年
十
一
月
甲
子
の
条

K

詔
、
給
末
塩
銭
二
十
高
縮
、
付
快
西
転
運
司
、
市
街
糧
封
椿
。

と
あ
る
の
は
、
険
西
地
方
の
軍
糧
調
達
費

K
末
塩
紗
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ

b
、
同
じ
く
長
編
巻
二
百
九
十
二
元
豊
元
年
九
月
庚
寅
の
条

K 

詔
三
司
、
続
支
末
塩
銭
二
十
高
縮
、
付
河
東
転
運
司
、

市
糧
草
ロ

と
あ
る
の
や
、
同
じ
く
長
編
巻
三
百
元
豊
二
年
九
月
丁
丑
の
条

K

賜
末
塩
銭
二
十
高
縄
、
付
河
東
転
運
司
、

市
軍
儲
。

と
あ
る
の
等
は
、
河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費

K
も
末
塩
紗
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

と
れ
等
の
険
西
・
河
東

地
方

K
於
け
る
軍
糧
調
達
費
に
末
塩
紗
銭
が
支
払
わ
れ
る
際

K
も
、
決
し
て
京
師
権
貨
務
か
ら
現
地

K
ま
で
多
額
の
経
費
の
か
か
る
現
銭
運
送
を

行
ヲ
て
、
軍
糧
納
入
の
商
人

K
現
銭
を
支
払
う
の
で
は
左
く
、
河
北
沿
辺
軍
糧
調
達
の
際
に
河
北
使
粂
糧
草
交
紗
等
を
使
用
し
て
京
師
権
貨
務
末



塩
紗
銭
を
支
払
に
充
て
た
の
と
同
様
に
、
京
師
催
貨
務
末
塩
志
学
を
支
払
手
段
と
す
る
約
束
手
形
「
鋤
」
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
長
編

巻
三
百
十
三
元
豊
四
年
六
月
辛
已
の
条
に

　
　
詔
、
賜
末
塩
銭
三
十
萬
貫
、
付
河
東
転
運
司
、
依
例
給
紗
、
免
磁
器
買
糧
草
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
陳
西
・
河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費
に
充
て
ら
れ
た
末
塩
紗
銭
と
は
現
銭
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
一
先
ず
約
束
手
形
で
あ

る
紗
を
免
擾
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
現
銭
で
支
払
わ
れ
る
紗
は
、
長
編
巻
三
百
四
十
五
元
豊
七
年
五
月
丙
寅
の
条
に

　
　
詔
、
給
末
塩
銭
紗
三
十
萬
繕
、
為
河
東
路
転
運
司
粂
本
。

と
あ
る
の
や
、
会
要
食
貨
三
九
元
豊
七
年
十
月
一
日
の
条
に

　
　
詔
、
支
末
塩
銭
紗
二
十
萬
繕
、
付
河
東
転
回
司
、
市
根
草
。

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
催
貨
務
封
椿
末
塩
銭
に
因
ん
で
「
末
弟
銭
紗
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
末
塩
銭
紗
は
本
来
な

ら
末
塩
紗
銭
紗
と
呼
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
紗
の
重
複
を
避
け
る
為
に
末
造
墨
黒
を
末
塩
銭
と
略
し
て
末
塩
銭
紗
と
呼
称
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
末
塩
銭
紗
は
更
に
具
体
的
に
は
、
長
編
巻
三
百
三
十
五
元
豊
六
年
五
月
乙
未
の
条
に

　
　
河
東
路
転
運
司
言
、
昨
自
軍
興
以
来
、
費
用
浩
潮
、
又
新
収
復
葭
藍
呉
墜
塞
、
増
置
官
属
及
屯
兵
馬
、
支
費
倍
多
、
男
用
紗
広
謀
入
余
、
但

　
　
本
司
閾
銭
支
用
、
乞
依
常
平
例
、
接
続
支
降
準
急
京
紗
三
十
五
萬
貫
、
依
例
加
里
、
庶
，
可
年
商
人
入
便
水
爆
糧
草
、
詔
、
宜
依
年
例
、
給
末

　
　
塩
銭
京
紗
三
十
萬
繕
。

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
支
払
手
段
や
支
払
地
に
因
ん
で
「
末
塩
，
銭
京
町
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
史
料

に
見
え
る
「
見
銭
京
紗
」
と
は
、
京
師
に
於
け
る
現
銭
を
以
て
支
払
わ
れ
る
約
束
手
形
の
謂
で
あ
っ
て
、
当
時
京
師
に
於
け
る
支
払
可
能
現
銭
の

殆
ど
大
部
分
は
櫨
貨
務
の
末
塩
豊
麗
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
見
質
京
紗
は
実
質
的
に
は
殆
ど
末
塩
鱒
京
紗
と
同
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

と
な
る
。
こ
の
様
に
、
京
師
催
貨
務
に
封
戸
さ
れ
る
薄
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
し
、
末
半
銭
紗
或
い
は
末
無
銭
難
曲
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を

使
用
し
て
沿
辺
地
方
に
て
軍
糧
を
調
達
す
る
方
法
は
、
更
に
具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
史
料
を
検
討
す
れ
ば
一
層
明
確
と
な
る
。
即
ち
、

会
要
食
貨
三
九
元
豊
元
年
九
月
十
一
日
の
条
に

　
　
北
宋
時
代
の
東
回
官
売
法
下
末
塩
紗
の
怠
義
に
つ
い
て

（1　3）

塩
紗
銭
を
支
払

K
充
て
た
の
と
同
様
に
、
京
師
権
貨
務
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
約
束
手
形
「
紗
」
を
使
用
し
て
い
た
と
と
で
あ
る
。
長
編

巻
三
百
十
三
元
量
四
年
六
月
辛
己
の
条

K

詔
、
賜
末
塩
銭
三
十
島
貫
、
付
河
東
転
運
司
、
依
例
給
紗
、
先
緩
み
木
賞
糧
草
ロ

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
険
西
・
河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費

K
充
て
ら
れ
た
末
塩
紗
銭
と
は
現
銭
そ
の
も
の
で
は
ま
く
て
、

一
先
ず
約
束
手
形
で
あ

る
紗
を
免
楼
支
給
し
て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
現
銭
で
支
払
わ
れ
る
紗
は
、
長
編
巻
三
百
四
十
五
元
豊
七
年
五
月
丙
寅
の
条

K

認
、
給
末
塩
銭
紗
三
十
議
縮
、
為
河
東
路
転
運
司
粂
本
ロ

と
あ
る
の
や
、
会
要
食
貨
三
九
元
豊
七
年
十
月
一
日
の
条

K

詔
、
支
末
塩
銭
紗
二
十
高
縮
、
付
河
東
転
運
司
、
市
根
草
ロ

と
あ
る
の

K
見
ら
れ
る
よ
う

K
、
権
貨
務
封
椿
末
塩
銭

K
因
ん
で
「
末
塩
銭
紗
」
と
呼
称
さ
れ
る
と
と
が
多
か
っ
た
り

と
の
末
塩
銭
紗
は
本
来
左

ら
末
塩
紗
銭
紗
と
呼
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
紗
の
重
複
を
避
け
る
為

K
末
塩
紗
銭
を
末
塩
銭
と
略
し
て
末
塩
銭
紗
と
呼
称
し
た
も
の
で
あ
る

ぅ
。
と
の
末
塩
銭
紗
は
更
に
具
体
的

K
は
、
長
編
巻
三
百
三
十
五
元
量
六
年
五
月
乙
未
の
条

K

(13) 

河
東
路
転
運
司
言
、
昨
白
軍
輿
以
来
、
費
用
浩
湖
、

叉
新
収
復
農
産
呉
盤
案
、
増
置
官
属
及
屯
丘
〈
馬
、
支
費
倍
多
、
令
用
紗
広
謀
入
来
、
但

本
司
閥
銭
支
用
、
乞
依
常
平
例
、
接
続
支
降
見
銭
京
紗
三
十
五
高
貰
、
依
例
加
鏡
、
庶
可
召
商
人
入
便
計
置
糧
草
、
詔
、
宜
依
年
例
、
給
末

塩
銭
京
紗
三
十
高
縮
。

と
あ
る
の

K
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
支
払
手
段
や
支
払
地

K
因
ん
で
「
末
塩
銭
京
紗
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
た
ζ

と
が
知
ら
れ
る
。

と
の
史
料

K
見
え
る
「
見
銭
京
紗
」
と
は
、
京
師

K
於
け
る
現
銭
を
以
て
支
払
わ
れ
る
約
束
手
形
の
謂
で
あ
っ
て
、
当
時
京
師

K
於
け
る
支
払
可
能
現
銭
の

殆
ど
大
部
分
は
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
見
銭
京
紗
は
実
質
的
に
は
殆
ど
末
塩
銭
京
紗
と
同
義
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と

と
な
る
ロ
と
の
様

K
、
京
師
権
貨
務

K
封
椿
さ
れ
る
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
し
、
末
塩
銭
紗
或
い
は
末
塩
銭
京
紗
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を

使
用
し
て
沿
辺
地
方

K
て
軍
糧
を
調
達
す
る
方
法
は
、
更

K
具
体
的

K
は
次

K
掲
げ
る
よ
う
左
史
料
を
検
討
す
れ
ば
一
層
明
確
と
在
る
。
即
ち
、

会
要
食
貨
三
九
元
豊
元
年
九
月
十
一
日
の
条

K

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
.
志
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
鍛
の
意
義
に
つ
い
て

　
　
三
司
言
、
河
東
都
転
諸
司
乞
、
痛
苦
京
紗
見
銭
三
十
萬
繕
、
計
量
軍
配
、
今
欲
依
命
転
封
椿
穣
草
例
、
野
末
塩
銭
内
諾
銭
一
十
萬
繕
、
換
作

　
　
本
路
交
引
、
収
附
興
転
運
司
、
計
置
極
辺
帖
根
草
、
却
以
宋
塩
銭
擾
帰
省
司
、
従
之
。

と
あ
る
の
の
「
於
末
塩
銭
内
三
塁
一
十
萬
繕
、
換
作
本
路
交
引
、
」
収
賄
応
需
運
司
」
と
あ
る
記
事
や
、
長
編
巻
三
百
四
十
八
元
豊
七
年
八
月
辛
未

の
条
に

　
　
河
東
路
経
略
使
呂
恵
重
言
、
河
外
縁
辺
、
秋
上
登
稔
、
可
市
糧
草
、
　
：
：
・
（
中
略
）
　
：
：
・
、
乞
無
給
銭
三
十
萬
縛
、
在
京
椿
管
、
許
以

　
　
償
本
司
桑
買
紗
、
擾
本
司
自
盛
蘭
留
云
為
年
計
、
以
所
粂
影
藤
椿
、
細
首
以
聞
、
従
前
、
連
捷
愚
直
銭
三
十
萬
繕
。

と
あ
る
め
の
「
先
肩
銭
三
十
萬
繕
、
在
京
椿
管
、
許
以
償
本
司
乗
買
紗
」
と
あ
る
記
事
や
、
会
要
食
貨
四
〇
紹
聖
元
年
九
月
十
三
日
の
条
に

　
　
三
省
言
、
河
東
路
今
秋
豊
稔
、
縁
辺
州
軍
、
五
年
之
蓄
．
当
直
時
計
置
、
詔
、
令
戸
部
支
末
塩
銭
五
十
萬
貫
、
依
例
対
擾
印
給
京
紗
、
付
河

　
　
東
転
運
司
縁
辺
豊
熟
州
軍
粂
買
。

と
あ
る
の
の
「
端
末
塩
銭
五
十
萬
貫
、
依
例
対
面
印
給
京
鋤
、
付
洞
東
転
運
司
」
噛
と
あ
る
記
事
な
ど
で
あ
る
。
　
こ
れ
等
の
記
　
事
に

よ
れ
ば
、
末
塩
愚
慮
を
支
払
手
段
と
し
て
、
末
潜
考
紗
或
い
は
末
塩
銭
京
紗
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を
使
用
し
て
沿
辺
地
方
に
て
軍
糧
を

調
達
す
る
方
法
は
、
陳
西
・
洞
東
地
方
に
て
は
洞
北
地
方
の
便
粂
糧
草
葺
紗
程
に
は
規
模
も
制
度
も
常
制
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
全
く
同
様
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
等
の
記
事
中
に
見
え
る
「
償
本
司
余
買
紗
」
の
句
で
、
こ
の
句
に
よ

る
と
、
零
歳
銭
紗
や
末
塩
銭
京
紗
の
呼
称
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
支
払
手
段
や
支
払
地
に
因
ん
だ
俗
称
で
あ
っ
て
、
こ
の
約
束
手
形
の
正
式
名
称
は

そ
の
発
行
面
に
重
点
を
置
い
た
河
東
便
粂
平
筆
交
紗
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
掲
げ
た
史
料
は
河
東
地
方
の
も
の
が

主
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
麗
な
末
塩
鱈
銭
の
陳
西
・
河
東
地
方
に
於
け
る
軍
糧
調
達
費
と
し
て
の
支
払
方
法
を
確
認
す
る
と
、
次
の
史
料
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
「
漁
燈
紗
」
の
語
は
、
問
題
な
く
末
塩
銭
又
は
末
塩
紗
銭
或
い
は
末
塩
銭
嵩
の
誤
記
か
、
或
い
は
そ
れ
等
の
慣
用
化
し
た
省
略
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
長
編
巻
三
百
四
十
九
元
豊
七
年
十
月
丁
卯
の
条
に

　
　
詔
、
支
末
塩
紗
三
十
萬
網
、
付
洞
東
路
転
運
司
、
市
糧
草
。

と
あ
る
の
の
「
末
塩
紗
」
の
語
や
、
同
書
巻
三
百
六
十
四
元
祐
元
年
正
月
土
塁
の
条
に

（14）

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

三
司
一
言
、
河
東
都
転
運
司
乞
、
続
支
京
紗
見
銭
三
十
高
縮
、
計
置
軍
儲
、
今
欲
依
粂
貿
封
椿
粒
草
例
、
於
末
塩
銭
内
支
銭
一
十
高
縄
、
換
作

本
路
交
引
、
収
附
血
〈
転
運
司
、
計
置
極
辺
根
草
、
却
以
末
塩
銭
援
帰
省
司
、
従
之
口

と
あ
る
の
の
「
於
末
塩
銭
内
支
銭
一
十
高
縮
、
換
作
本
路
交
引
、
収
附
興
転
運
司
」
と
あ
る
記
事
や
、
長
編
巻
三
百
四
十
八
元
豊
七
年
八
月
辛
未

の
条

K河
東
路
経
略
使
呂
恵
卿
言
、
河
外
縁
辺
、
秋
稼
登
稔
、
可
市
糧
革
、

(
中
略
)

-
・
、
乞
先
給
銭
三
十
高
縮
、
在
京
椿
管
、

許
以

償
本
司
余
買
紗
、
援
本
司
旧
封
椿
努
糧
為
年
計
、
以
所
粂
買
封
椿
、
歳
終
以
問
、
従
之
、
の
支
末
塩
銭
三
十
島
縮
。

と
あ
る
の
の
「
先
給
銭
三
十
高
縄
、
在
京
椿
管
、
許
以
償
本
苛
粂
寅
紗
」
と
あ
る
記
事
や
、
会
要
食
貨
四

O
紹
聖
元
年
九
月
十
三
日
の
条

K

三
省
一
言
、
河
東
路
今
秋
豊
稔
、
縁
辺
州
軍
、

五
年
之
蓄
、
当
以
時
計
置
、
詔
、
令
戸
部
支
末
塩
銭
五
十
高
貫
、
依
例
対
楼
印
給
京
紗
、

付
河

東
転
運
司
縁
辺
豊
熟
州
軍
余
買
ロ

と
あ
る
の
の
「
支
末
塩
銭
五
十
高
貫
、
依
例
対
接
印
給
京
紗
、
付
河
東
転
運
司
」

と

あ

る

記

事

在

ど

で

あ

る

。

と

れ

等

の

記

事

に

。4)

よ
れ
ば
、
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
し
て
、
末
塩
銭
紗
或
い
は
末
塩
銭
京
紗
左
ど
と
呼
称
さ
れ
る
約
束
手
形
を
使
用
し
て
沿
辺
地
方
に
て
軍
糧
を

調
達
す
る
方
法
は
、
侠
西
・
河
東
地
方

K
て
は
河
北
地
方
の
使
粂
糧
草
交
紗
程
に
は
規
模
も
制
度
も
常
制
的
で
は
左
い
が
、

そ
れ
と
全
く
同
様
左

も
の
で
あ
づ
た
と
と
が
知
ら
れ
よ
う

D

そ
し
て
更

K
注
意
す
べ
き
は
、

と
れ
等
の
記
事
中

K
見
え
る
「
償
本
司
余
買
紗
」
の
勾
で
、

と
の
句

K
よ

る
と
、
末
塩
銭
紗
や
末
塩
銭
京
紗
の
呼
称
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
支
払
手
段
や
支
払
地

K
因
ん
だ
俗
称
で
あ
っ
て
、

こ
の
約
束
手
形
の
正
式
名
称
は

そ
の
発
行
面

K
重
点
を
置
い
た
河
東
使
粂
糧
草
交
紗
で
あ
っ
た
の
で
は
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
掲
げ
た
史
料
は
河
東
地
方
の
も
の
が

主
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
様
左
末
塩
紗
銭
の
険
西
・
河
東
地
方
に
於
け
る
軍
糧
調
達
費
と
し
て
の
支
払
方
法
を
確
認
す
る
と
、
次
の
史
料

K
見
ら

れ
る
よ
う
左
「
末
塩
紗
」
の
語
は
、
問
題
ま
く
末
塩
銭
又
は
末
塩
紗
銭
或
い
は
末
塩
銭
紗
の
誤
記
か
、
或
い
は
そ
れ
等
の
慣
用
化
し
た
省
略
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
長
編
巻
三
百
四
十
九
元
量
七
年
十
月
丁
卯
の
条
に

詔
、
支
末
塩
紗
三
十
島
縄
、
付
河
東
路
転
運
司
、
市
糧
草
。

と
あ
る
の
の
「
末
塩
紗
」
の
語
や
、
問
書
巻
三
百
六
十
四
元
結
元
年
正
月
発
卯
の
条

K



　
　
戸
部
言
、
河
東
路
転
運
司
、
支
給
優
賞
、
致
闘
粂
本
、
詔
、
特
歯
茎
塩
三
川
十
萬
繕
。

と
あ
る
の
の
「
言
霊
紗
」
の
南
面
で
あ
る
。
後
者
の
史
料
の
場
合
に
は
会
要
食
貨
三
九
需
給
元
年
正
月
十
四
日
の
条
に
同
論
の
記
事
が
あ
る
か
ら
、

こ
の
末
塩
豆
を
直
ち
に
末
塩
銭
叉
は
末
傷
心
銭
或
い
は
末
塩
魚
紗
の
誤
記
で
あ
る
と
は
速
断
し
難
い
感
が
残
る
が
、
し
か
し
こ
の
無
塩
紗
を
末
塩

紗
銭
或
い
は
無
塩
銭
紗
の
慣
用
省
略
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
、
史
料
の
数
も
余
り
に
少
く
、
且
つ
官
売
法
下
露
塩
紗
と
し
て
の
末
豆
蒔
と
京
師
確
貨

務
蒔
銭
紗
と
し
て
の
紙
塩
銭
紗
と
の
約
束
手
形
と
し
て
の
著
し
い
内
容
差
を
も
混
同
し
去
る
省
略
と
な
る
の
で
、
末
塩
紗
は
慣
用
省
略
で
は
な
く

て
、
末
塩
銭
・
末
塩
売
銭
・
末
塩
季
語
の
誤
記
の
感
が
深
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
陳
西
・
洞
東
沿
辺
の
よ
う
な
遙
か
北
方
避
遠
の
地
に
於
い
て

東
南
官
売
言
下
末
塩
紗
が
発
行
・
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
、
約
束
手
形
発
行
・
行
使
の
資
料
上
の
事
実
か
ら
見
て
も
、
理
屈
の
上
か
ら
見
て
も
、
全

く
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
京
師
及
び
東
南
地
方
に
於
い
て
は
史
料
上
瓦
屈
上
比
較
的
簡
単
に
識
別
し
得
た
末
塩
紗
・
末
塩
銭
・

末
塩
五
悪
の
語
に
、
北
方
沿
辺
地
方
に
於
け
る
軍
糧
調
達
の
為
の
約
束
手
形
で
あ
る
無
塩
銭
紗
の
語
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
等
の
識
別

が
若
干
錯
綜
し
て
来
た
が
、
末
面
罵
紗
と
は
京
師
確
貨
務
封
椿
の
愚
意
紗
銭
の
支
払
を
約
束
し
た
手
形
の
陳
西
・
洞
東
地
方
に
於
け
る
俗
称
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
河
北
地
方
に
於
い
て
は
末
馬
銭
紗
の
呼
称
が
見
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、
そ

れ
は
末
塩
銭
を
支
払
手
毅
と
す
る
約
束
手
形
行
使
上
の
伝
統
と
慣
習
の
相
違
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
京
師
確
貨
務
に
封
椿
さ
れ
る
末
塩
紗
銭
は
、
主
と
し
て
洞
北
濫
倫
学
徳
交
紗
の
支
払
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
妻
権
・
，
元
豊
新
法
振
興

期
に
至
っ
て
河
北
地
方
軍
糧
調
達
費
が
末
塩
紗
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
も
加
え
て
豊
富
に
な
っ
て
来
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
末
塩
妙
筆
は
陳
西
・

河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
，
更
に
は
別
の
多
ぐ
の
財
政
支
途
に
も
借
用
或
い
は
流
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
長
編
巻
二
百
七
十
九
煕
寧
九
年
十
一
月
癸
丑
の
条
に

　
　
諮
、
諸
路
末
塩
、
並
三
見
銭
井
塩
紗
煮
売
、
三
司
旧
黒
蓋
末
官
銭
一
百
二
萬
七
千
余
貨
、
以
雑
費
銭
轡
還
。

と
あ
る
の
や
、
同
書
巻
四
百
十
九
元
祐
三
年
閏
十
二
月
庚
戌
の
条
に

　
　
戸
部
尚
書
韓
忠
彦
侍
郎
蘇
轍
強
電
道
学
、
臣
等
二
見
本
部
薄
書
元
祐
会
計
録
、
大
抵
一
歳
天
下
所
収
百
穀
金
銀
幣
吊
雲
物
、
未
定
以
支
一
歳

　
　
之
出
、
今
左
程
庫
塁
壁
、
費
用
已
尽
、
去
年
借
朝
廷
封
椿
末
塩
鱒
一
百
萬
貫
、
以
助
月
給
、
挙
此
一
事
、
則
其
余
可
以
類
推
　
。

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

（15）

一
戸
部
言
、
河
東
路
転
運
司
、
支
給
優
賞
、
致
閥
余
本
、
詔
、
特
支
末
塩
紗
一
十
高
絹
ロ

と
あ
る
の
の
「
末
塩
紗
」
の
語
等
で
あ
る
。
後
者
の
史
料
の
場
合

K
は
会
要
食
貨
三
九
元
祐
元
年
正
月
十
四
日
の
条
に
同
文
の
記
事
が
あ
る
か
ら
、

と
の
末
塩
紗
を
直
ち
に
末
塩
銭
又
は
末
塩
紗
銭
或
い
は
末
塩
銭
紗
の
誤
記
で
あ
る
と
は
速
断
し
難
い
感
が
残
る
が
、

し
か
し
と
の
末
塩
紗
を
末
塩

紗
銭
或
い
は
末
塩
銭
紗
の
慣
用
省
略
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
、
史
料
の
数
も
余

b
k少
く
、
且
つ
官
売
法
下
末
塩
紗
と
し
て
の
末
撞
紗
と
京
師
権
貨

務
現
銭
妙
と
し
て
の
末
塩
銭
紗
と
の
約
束
手
形
と
し
て
の
著
し
い
内
容
差
を
も
混
同
し
去
る
省
略
と
ま
る
の
で
、
末
塩
紗
は
慣
用
省
略
で
は
な
く

て
、
末
塩
銭
・
末
塩
紗
銭
・
末
塩
銭
紗
の
誤
記
の
感
が
深
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
快
西
・
河
東
沿
辺
の
よ
う
ま
遥
か
北
方
避
遠
の
地

K
於
い
て

東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
が
発
行
・
行
使
さ
れ
る
と
と
は
、
約
束
手
形
発
行
・
行
使
の
資
料
上
の
事
実
か
ら
見
て
も
、
理
屈
の
上
か
ら
見
て
も
、
全

〈
あ

b
得
ま
い
ζ

と
で
あ
る
。
要
す
る

K
、
京
師
及
び
東
南
地
方
に
於
い
て
は
史
料
上
理
屈
上
比
較
的
簡
単

K
識
別
し
得
た
末
塩
紗
・
末
塩
銭
・

末
塩
紗
銭
の
語

K
、
北
方
沿
辺
地
方

K
於
け
る
軍
糧
調
達
の
為
の
約
束
手
形
で
あ
る
末
塩
銭
紗
の
語
が
加
わ
る
と
と

K
よ
っ
て
、

そ
れ
等
の
識
別

が
若
干
錯
綜
し
て
来
た
が
、
末
塩
銭
紗
と
は
京
師
権
貨
務
封
椿
の
末
塩
紗
銭
の
支
払
を
約
束
し
た
手
形
の
快
西
・
河
東
地
方

K
於
け
る
俗
称
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
口
そ
れ

K
し
て
も
、
何
故
河
北
地
方

K
於
い
て
は
末
塩
銭
紗
の
呼
称
が
見
ら
れ
左
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、

そ

(15) 

れ
は
末
塩
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
約
束
手
形
行
使
上
の
伝
統
と
慣
習
の
相
違
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
口

さ
て
、
京
師
権
貨
お

K
封
椿
さ
れ
之
末
塩
紗
銭
は
、
主
と
し
て
河
北
使
余
糧
草
交
紗
の
支
払

K
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
照
寧
・
元
豊
新
法
振
興

期

K
至
っ
て
、
河
北
地
方
軍
糧
調
達
費
が
末
塩
紗
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
も
加
え
て
豊
富

K
在
っ
て
来
る
と
、
前
述
の
よ
う

K
末
塩
紗
銭
は
快
西
・

河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費

K
も
利
用
さ
れ
る
よ
う

K
左
る
と
共

K
、
更
に
は
別
の
多
く
の
財
政
支
途

K
も
借
用
或
い
は
流
用
さ
れ
る
よ
う
に
ま
つ

た
。
長
編
巻
二
百
七
十
九
照
寧
九
年
十
一
月
発
丑
の
条

K

訪
問
、
諸
路
末
塩
、
並
用
見
銭
井
塩
紗
支
売
、
三
司
旧
欠
借
末
塩
銭
一
百
二
高
七
千
余
貨
、
以
雑
支
銭
接
選
。

と
あ
る
の
や
、

同
書
巻
四
百
十
九
元
祐
三
年
間
十
二
月
庚
戊
の
条

K

一
戸
部
尚
喜
韓
忠
彦
侍
郎
蘇
轍
韓
宗
道
言
、
臣
等
窃
見
本
部
近
編
元
祐
会
計
録
、
大
抵
一
歳
天
下
所
収
銭
穀
金
銀
幣
吊
等
物
、
未
定
以
支
一
歳

之
出
、
今
左
蔵
庫
見
銭
、
費
用
巴
尽
、
去
年
借
朝
廷
封
椿
末
塩
銭
一
百
高
貫
、
以
助
月
給
、
挙
此
一
事
、
則
其
余
可
以
類
推
失
。

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

と
あ
る
の
等
は
、
京
師
中
央
財
政
を
左
室
庫
収
支
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
を
職
掌
の
嚇
つ
と
し
て
い
た
三
司
が
、
　
（
元
豊
官
制
政
革
以
後
は
戸
部
）

そ
の
収
支
償
わ
ぬ
場
合
に
は
、
再
々
に
わ
た
っ
て
百
余
塵
繕
も
㊨
現
銭
を
権
貨
務
細
蟹
の
末
定
心
銭
か
ら
借
用
し
、
当
面
の
赤
字
額
を
糊
塗
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
長
編
巻
三
百
四
十
入
元
豊
七
年
九
月
癸
亥
の
条
に

　
　
戸
部
言
、
元
豊
二
年
、
三
司
借
末
年
銭
五
十
萬
繕
市
糧
、
限
四
年
還
、
今
明
限
満
、
欲
鍵
素
立
十
年
還
、
自
今
年
為
始
、
叉
二
身
十
年
、
借
内

　
　
庫
銭
、
尚
欠
四
萬
二
千
余
絡
、
亦
依
此
、
従
之
。

と
あ
る
の
も
、
同
じ
く
戸
部
が
京
師
中
央
財
政
の
穀
物
収
支
の
償
わ
ぬ
際
に
、
五
十
萬
網
も
の
確
貨
幣
山
椿
末
塩
紗
銭
を
借
用
し
、
穀
物
を
買
入

れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
史
料
か
ら
、
末
塩
紗
銭
は
煕
寧
・
元
豊
時
代
に
は
盛
ん
に
三
司
に
借
用
さ
れ
、
恐
ら
く
時
に
は

返
済
不
能
の
流
用
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
末
塩
紗
銭
は
煕
寧
・
元
豊
時
代
に
は
三
司
の
み
な
ら
ず
多
く
の
官
司
か
ら
借
用
或
い

は
流
用
さ
れ
て
い
る
。
長
編
巻
二
百
九
十
五
元
豊
元
年
十
二
月
戊
午
の
条
に

　
　
三
濁
酒
、
準
論
義
判
都
水
監
宋
昌
言
等
奏
、
乞
野
面
二
十
萬
経
、
分
与
開
封
府
洞
北
路
諸
掃
、
市
百
草
、
今
未
有
竪
物
可
給
、
欲
支
市
易
務

　
　
下
界
末
塩
銭
十
萬
繕
、
従
三
可
擾
付
本
監
、
依
朝
廷
銭
物
例
封
椿
。

と
あ
る
の
は
、
当
時
市
易
務
下
界
の
名
称
で
市
易
司
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
京
師
霊
室
務
の
末
塩
吊
下
が
、
黄
河
治
水
工
事
用
の
稽
草
調
達
費
に
流

用
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
会
要
食
貨
三
九
元
豊
二
年
正
月
二
十
二
日
の
条
に

　
　
詔
三
司
、
出
銀
紬
絹
及
末
塩
銭
総
二
十
萬
繕
、
賜
洞
北
転
聖
霊
、
以
粂
軍
儲
。

と
あ
る
の
は
、
提
挙
洞
北
粂
便
司
に
よ
る
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
便
磁
土
草
交
紗
使
用
の
軍
糧
調
達
の
外
に
、
補
足
的
な
軍
糧
調
達
を
行

っ
て
い
た
洞
北
転
鼻
差
が
、
末
吉
紗
銭
の
軍
糧
調
達
費
へ
の
流
用
を
認
め
ら
れ
た
例
で
あ
り
、
会
要
食
貨
二
四
元
豊
六
年
九
月
二
十
八
日
の
条
に

　
　
尚
書
戸
部
言
、
在
京
強
襲
塩
電
場
、
買
紗
本
望
支
尽
、
豊
平
末
塩
銭
二
十
萬
絡
、
尊
志
紗
、
従
之
、
依
元
豊
四
年
三
月
十
八
日
詔
書
、
候
価

　
　
平
、
奏
取
旨
。

と
あ
る
の
は
、
よ
く
流
通
価
格
が
変
動
し
て
問
題
を
起
こ
す
塩
竃
解
塩
紗
の
暴
落
に
対
処
す
る
為
の
買
売
塩
平
場
の
準
備
資
金
の
一
部
に
｝
こ
の

末
塩
紗
銭
が
借
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
様
に
京
師
確
署
務
の
末
塩
紗
銭
の
諸
官
司
に
よ
る
借
用
・
流
用
は
余
り
に
も
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ

（16）

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

と
あ
る
の
等
は
、
京
師
中
央
財
政
を
左
蔵
庫
収
支
に
よ
っ
て
賄
う
と
と
を
職
掌
の
一
つ
と
し
て
い
た
三
司
が
、

〈
元
日
豊
官
制
政
革
以
後
は
一
戸
部
)

そ
の
収
支
償
わ
ぬ
場
合

K
は
、
再
々

K
わ
た
っ
て
百
余
高
縄
も
の
現
銭
を
権
貨
務
封
椿
の
末
塩
紗
銭
か
ら
借
用
し
、
当
面
の
赤
字
額
を
糊
塗
し
て

い
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ

b
、
長
編
巻
三
百
四
十
八
元
豊
七
年
九
月
奨
亥
の
条

K

戸部一マ一口、

元
豊
二
年
、
三
司
借
末
塩
銭
五
十
首
向
精
市
糧
、
限
四
年
還
、
今
巴
限
満
、
欲
望
均
作
十
年
選
、
自
今
年
為
始
、
叉
照
寧
十
年
、

止法
1 日

内

庫
銭
、
尚
欠
四
高
二
千
余
絹
、
亦
依
此
、
従
之
。

と
あ
る
の
も
、
同
じ
く
戸
部
が
京
師
中
央
財
政
の
穀
物
収
支
の
償
わ
ぬ
際

K
、
五
十
島
縄
も
の
権
貨
務
封
椿
末
塩
紗
銭
を
借
用
し
、
穀
物
を
買
入

れ
て
い
る
ζ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
の
様
ま
史
料
か
ら
、
末
塩
紗
銭
は
照
寧
・
元
豊
時
代
に
は
盛
ん

K
三
司
に
借
用
さ
れ
、
感
ら
く
時
に
は

返
済
不
能
の
流
用
と
在
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
が
知
ら
れ
る
。
末
塩
紗
銭
は
照
寧
・
元
豊
時
代

K
は
三
司
の
み
ま
ら
ず
多
く
の
宮
司
か
ら
借
用
或
い

は
流
用
さ
れ
て
い
る
。
長
編
巻
二
百
九
十
五
元
豊
元
年
十
二
月
戊
午
の
条

K

三
司
一
一
百
、
準
送
下
判
都
水
監
宋
昌
言
等
奏
、
乞
支
銭
二
十
高
縮
、
分
与
開
封
府
河
北
路
諸
掃
、
市
精
草
、
今
未
有
銭
物
可
給
、
欲
支
市
易
務

(16) 

下
界
末
塩
銭
十
高
縄
、
従
三
可
扱
付
本
監
、
依
朝
廷
銭
物
例
封
椿
。

と
あ
る
の
は
、
当
時
市
易
務
下
界
の
名
称
で
市
易
司
の
管
掌
下

K
あ
っ
た
京
師
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
が
、
黄
河
治
水
工
事
用
の
檎
草
調
達
費
に
流

用
さ
れ
た
例
で
あ

b
、
会
要
食
貨
三
九
元
畳
二
年
正
月
二
十
二
日
の
条

K

詔
三
司
、
出
銀
紬
絹
及
末
塩
銭
総
二
十
高
縮
、
賜
河
北
転
運
司
、
以
粂
軍
儲
。

と
あ
る
の
は
、
提
挙
河
北
粂
便
司
に
よ
る
末
塩
紗
銭
を
支
払
手
段
と
す
る
使
余
糧
草
交
紗
使
用
の
軍
糧
調
達
の
外
に
、
補
足
的
左
軍
糧
調
達
を
行

っ
て
い
た
河
北
転
運
司
が
、
末
塩
紗
銭
の
軍
糧
調
達
費
へ
の
流
用
を
認
め
ら
れ
た
例
で
あ

b
、
会
要
食
貨
二
四
元
豊
六
年
九
月
二
十
八
日
の
条

K

尚
書
戸
部
一
言
、
在
京
買
売
塩
紗
場
、
買
紗
本
銭
支
尽
、
乞
借
末
塩
銭
二
十
高
縮
、
買
客
紗
、
従
之
、
依
元
豊
四
年
三
月
十
八
日
詔
買
、

侯
価

平
、
奏
取
旨
口

と
あ
る
の
は
、

よ
く
流
通
価
格
が
変
動
し
て
問
題
を
起
と
す
快
西
解
塩
紗
の
暴
落

K
対
処
す
る
為
の
買
売
塩
紗
場
の
準
備
資
金
の
一
部

K
、
と

の

末
塩
紗
銭
が
借
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
ロ
こ
の
様
に
京
師
権
貨
務
の
末
塩
紗
銭
の
諸
宮
司

K
よ
る
借
用
・
流
用
は
余

h
y
K
も
多
か
っ
た
の
で
、

そ
れ



で
も
洞
北
便
粂
の
費
用
に
差
支
え
の
な
か
っ
た
煕
寧
・
元
豊
時
代
は
良
か
っ
た
が
、
や
が
て
そ
の
時
代
を
過
ぎ
た
元
祐
年
間
以
降
に
な
る
と
、
末

塩
紗
銭
の
余
り
も
の
借
用
・
流
用
は
、
本
来
の
洞
北
便
油
糧
草
交
紗
の
支
払
を
も
渋
滞
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

末
塩
紗
銭
の
借
用
・
流
用
を
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
。
会
要
食
貨
二
四
紹
聖
三
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
に

　
　
詔
、
今
後
応
有
合
支
末
塩
銭
、
並
依
元
豊
年
条
例
、
難
奉
特
旨
、
三
思
権
事
務
執
奏
。

と
あ
る
の
は
、
末
塩
官
銭
の
借
用
・
流
用
を
元
豊
年
間
の
条
例
に
よ
っ
て
厳
し
く
制
限
し
、
こ
の
条
例
に
該
当
せ
ぬ
項
目
へ
の
末
塩
紗
銭
支
出
要

求
は
、
例
え
そ
れ
が
曾
て
天
子
の
特
旨
を
得
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
総
べ
て
確
貨
務
が
支
出
拒
否
の
意
見
を
つ
け
て
奏
上
し
得
る
よ
う
に
決
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
元
豊
年
の
条
例
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
ぐ
幸
和
・
元
豊
年
間
の
余
り
に
も
多
岐
な
末
広
魚
心
の
借
用
・
流
用

が
や
が
て
弊
害
を
生
じ
た
た
め
、
元
豊
末
年
頃
に
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
末
塩
菜
銭
の
支
出
項
目
を
限
定
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
そ
の
末
塩
紗
銭
の

支
出
項
目
は
熈
寧
年
間
よ
り
以
前
の
よ
う
に
、
河
北
藩
主
糧
草
交
紗
の
支
払
の
み
を
主
要
項
目
と
す
る
も
の
に
縮
少
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
陳
西
糧
草
般
運
告
蜴
可
発
内
蔵
継
之
の
条
に

　
　
商
賃
入
東
南
末
年
銭
、
旧
法
属
権
貨
務
、
以
応
副
洞
北
見
銭
嵩
、
煕
寧
以
来
、
細
細
苗
役
二
藍
寛
懸
銭
、
山
止
在
本
転
封
椿
、
非
上
供
数
、

　
　
元
祐
初
、
苗
役
既
罷
、
寛
剰
銭
所
在
山
積
、
諸
公
壁
書
、
計
綱
立
入
京
師
、
墓
表
元
豊
庫
収
管
、
謙
遜
副
陳
西
露
草
、
：
：
・
（
中
略
）
・
：

　
　
・
：
、
此
函
南
隷
尚
書
、
予
無
爵
丞
、
有
三
老
吏
稻
諸
事
、
自
問
之
日
、
末
塩
銭
、
其
源
無
窮
、
然
辮
河
北
軍
糧
、
所
余
無
二
　
、
所
以
応

　
　
副
陳
幽
趣
、
頼
苗
役
封
椿
銭
耳
、
此
銭
今
語
語
多
、
然
十
年
後
、
般
運
誌
上
、
奈
陳
西
何
、
三
曲
日
、
未
嘗
議
及
此
、
請
徐
雨
露
。

と
あ
る
の
の
「
末
石
馬
、
其
源
無
窮
、
然
辮
洞
北
軍
糧
、
前
沼
無
配
　
、
所
以
応
副
陳
懸
者
、
頼
苗
役
野
送
銭
耳
」
と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、
元

祐
年
問
以
降
の
言
意
紗
銭
の
支
出
は
洞
北
便
桑
糧
荒
薦
紗
の
支
払
の
み
に
手
一
杯
で
、
阪
西
又
は
河
東
地
方
め
軍
糧
調
達
費
な
ど
に
さ
え
も
到
底

流
用
し
得
な
か
っ
た
実
情
か
ら
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
京
師
確
貨
務
発
行
の
東
南
拙
意
法
規
宋
塩
紗
の
代
価
現
銭
た
る
末
塩
無
銭
は
、
　
一
先
ず
京
師
濃
餅
務
に
於
い
て
集
貯
さ
れ
た

後
、
主
と
し
て
洞
北
便
粂
至
孝
交
紗
の
支
払
手
段
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
新
法
振
興
期
の
煕
寧
・
元
豊
年
聞
に
至
っ
て
は
、
盛
ん
に
多
岐
財
政

支
藩
に
借
用
・
流
用
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
特
に
洞
北
便
監
置
草
交
響
の
行
使
を
介
し
て
、
洞
北
沿
辺
地
方
の
巨
額
な
毎
年
の
軍
糧
調
達
費
を

　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

（17）

で
も
、
河
北
使
粂
の
費
用

K
差
支
え
の
ま
か
っ
た
熊
寧
・
元
豊
時
代
は
良
か
フ
た
が
、

や
が
て
そ
の
時
代
を
過
ぎ
た
元
祐
年
間
以
降
に
左
る
と
、
末

塩
紗
銭
の
余

D
も
の
借
用
・
流
用
は
、
本
来
の
河
北
使
粂
糧
草
交
紗
の
支
払
を
も
渋
滞
さ
せ
る
こ
と
と
ま
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
う
口

そ
こ
で
、

末
塩
紗
銭
の
借
用
・
流
用
を
厳
し
く
制
限
す
る
と
と
と
左
る
口
会
要
食
貨
二
四
紹
聖
三
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条

K

詔
、
今
後
応
有
合
支
末
塩
銭
、
並
依
元
豊
年
条
例
、
難
奉
特
旨
、
並
許
権
貨
務
執
奏
。

と
あ
る
の
は
、
末
塩
紗
銭
の
借
用
・
流
用
を
元
豊
年
聞
の
条
例

K
よ
っ
て
厳
し
く
制
限
し
、

ζ

の
条
例

K
該
当
せ
ぬ
項
目
へ
の
末
塩
紗
銭
支
出
要

求
は
、
例
え
そ
れ
が
曾
て
天
子
の
特
旨
を
得
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
総
べ
て
権
貨
務
が
支
出
拒
否
の
意
見
を
つ
け
て
奏
上
し
得
る
よ
う
に
決
め
た

も
の
と
恩
わ
れ
る
。

ζ

の
元
豊
年
の
条
例
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、

が
や
が
て
弊
害
を
生
じ
た
た
め
、
元
豊
末
年
頃

K
と
の
条
例

K
よ
ヲ
て
末
塩
紗
銭
の
支
出
項
目
を
限
定
し
た
も
の
の
よ
う
で
、

恐
ら
く
照
寧
・
元
豊
年
聞
の
余

b
K
も
多
岐
左
末
塩
紗
銭
。
借
用
・
流
用

そ
の
末
塩
紗
銭
の

支
出
項
目
は
照
寧
年
間
よ

b
以
前
の
よ
う
に
、
河
北
使
粂
糧
草
交
紗
の
支
払
の
み
を
主
要
項
目
と
す
る
も
の
に
縮
少
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
と
と
は
、
蘇
黄
門
龍
川
略
志
巻
八
侠
西
糧
草
般
運
告
掲
可
発
内
蔵
継
之
の
条

K

商
賀
入
東
南
末
塩
銭
、
旧
法
属
機
貨
務
、
以
応
副
河
北
見
銭
紗
、
照
寧
以
来
、
諸
路
苗
役
坊
場
寛
剰
銭
、
旧
止
在
本
路
封
椿
、
非
上
供
数
、

(17) 

元
祐
初
、
苗
役
既
龍
、
寛
剰
銭
所
在
山
積
、
諸
公
撃
輩
、
計
綱
般
入
京
師
、
特
置
元
比
一
旦
庫
収
管
、
以
応
副
険
西
糧
革
、

(
中
略
)
・
・
・

-
・
・
、
此
庫
時
隷
尚
書
、
予
為
右
丞
、
有
三
老
吏
精
詰
事
、
呼
問
之
目
、
末
塩
銭
、
其
源
無
窮
、
然
排
河
北
軍
糧
、
所
余
無
幾
失
、
所
以
応

副
快
西
者
、
頼
苗
役
封
椿
銭
耳
、
此
銭
今
雄
尚
多
、
然
十
年
後
、
般
運
告
端
、
奈
快
西
何
、
三
吏
日
、
未
嘗
議
及
此
、
誇
徐
思
之
。

と
あ
る
の
の
「
末
塩
銭
、
其
源
無
窮
、
然
耕
河
北
軍
糧
、
所
余
無
幾
失
、
所
以
応
副
侠
西
者
、
頼
苗
役
封
椿
銭
耳
」
と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、
元

祐
年
間
以
降
の
末
塩
紗
銭
の
支
出
は
河
北
使
粂
糧
草
交
紗
の
支
払
の
み
に
手
一
杯
で
、
以
西
又
は
、
河
東
地
方
の
軍
糧
調
達
費
な
ど
に
さ
え
も
到
底

流
用
し
得
左
か
っ
た
実
情
か
ら
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
口

以
上
要
す
る

K
、
京
師
権
貨
務
発
行
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
代
価
現
銭
た
る
末
塩
紗
銭
は
、

一
先
ず
京
師
権
貨
務

K
於
い
て
集
貯
さ
れ
た

後
、
主
と
し
て
河
北
使
粂
糧
草
交
紗
の
支
払
手
段

K
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
新
法
振
興
期
の
照
寧
・
元
豊
年
聞
に
至
つ
て
は
、
盛
ん

K
多
岐
財
政

支
途
K
借
用
e

流
用
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
口
特

K
河
北
便
粂
糧
草
交
紗
の
行
使
を
介
し
て
、
河
北
沿
辺
地
方
の
巨
額
な
毎
年
の
軍
糧
調
達
費
を

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て



　
　
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

全
面
的
に
賄
っ
た
財
政
的
効
果
は
大
き
い
。
こ
れ
が
末
塩
紗
銭
の
意
義
で
あ
り
、

項
目
と
な
る
の
は
全
ぐ
当
然
で
あ
ろ
う
。

延
い
て
は
官
売
法
下
末
子
紗
発
行
の
財
政
的
意
義
の
主
要
な
一

　
　
　
　
　
　
（
国
立
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
）

註

ω
　
拙
稿
「
北
宋
時
代
東
南
塩
の
官
売
法
の
推
移
に
就
い
て
」

　
東
方
三
三
三
十
四
輯
。

ω
　
拙
稿
「
北
恵
時
代
の
東
南
官
売
下
末
塩
紗
に
つ
い
て
」
北

　
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
第
一
号
。

③
　
戴
蕎
燈
氏
「
塾
代
紗
塩
制
度
研
究
」
の
東
南
塩
に
関
す
る
’

　
叙
述
参
照
。

ω
　
拙
稿
「
北
宋
時
代
東
南
塩
の
官
売
法
の
推
移
に
就
い
て
」

　
の
註
⑤
な
ど
参
照
。

⑤
　
　
「
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
展
開
に
つ
い
て
」

　
と
題
し
て
別
考
の
予
定
。

⑥
権
貨
務
は
熈
寧
五
年
七
月
に
市
易
々
下
界
と
改
称
さ
れ
市

　
易
司
の
管
轄
下
に
入
っ
た
。

㈲
　
⑤
に
同
じ
。

⑧
　
戴
喬
燈
氏
は
坐
上
藁
屋
墨
壷
紗
の
本
質
を
認
識
し
得
な
か
っ

　
た
か
ら
、
勿
論
京
師
催
貨
務
末
毒
焔
銭
の
存
在
と
意
義
を
も
理
解

　
し
得
ず
、
重
要
な
こ
の
史
料
を
も
誤
読
誤
用
す
る
結
果
と
な
っ
て

　
い
る
。
　
「
三
代
紗
塩
制
度
研
究
」
第
三
編
第
五
章
一
無
塩
制
功
能

　
転
変
之
外
観
。

⑨
　
日
野
開
三
郎
氏
「
宋
代
の
便
粂
に
就
い
て
」
東
洋
学
報
二
三
の

　
一
、
　
「
冠
減
伝
に
見
え
た
る
石
頭
の
解
釈
」
池
内
博
士
還
暦
記
念

　
東
洋
史
論
叢
な
ど
参
照
。

㈹
　
本
館
の
延
長
と
な
る
べ
き
「
東
南
地
方
官
売
法
下
末
塩
紗
の
京

　
師
－
東
南
地
方
間
約
束
手
形
と
し
て
の
意
義
」
に
つ
い
て
は
、
別

　
稿
に
扱
う
予
定
で
あ
る
。

（18）

北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
意
義
に
つ
い
て

全
面
的

K
賄
っ
た
財
政
的
効
果
は
大
き
い
。
と
れ
が
末
堵
紗
銭
の
意
義
で
あ

b
、
延
い
て
は
官
売
法
下
末
塩
紗
発
行
の
財
政
的
意
義
の
主
要
左
一

(
国
立
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
)

項
目
と
ま
る
の
は
全
ぐ
当
然
で
あ
る
う
ロ

註

ω
拙
稿
「
北
宋
時
代
東
南
塩
の
官
売
法
の
推
移
に
就
い
て
」

東
方
学
第
三
十
四
輯
ロ

ω
拙
稿
「
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
下
末
塩
紗

K
つ
い
て
」
北

九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
第
一
号
。

ω
戴
葡
燈
氏
「
宋
代
紗
塩
制
度
研
究
」
の
東
南
塩

K
関
す
る

叙
述
参
照
ロ

ω
拙
稿
「
北
宋
時
代
東
南
塩
の
宮
売
法
の
推
移

K
就
い
て
」

の
註
向
左
ど
参
照
口

ω
「
北
宋
時
代
の
東
南
官
売
法
下
末
塩
紗
の
展
開

K
ヲ
い
て
」

と
題
し
て
別
考
の
予
定
。

権
貨
務
は
熊
寧
五
年
七
月

K
市
易
務
下
界
と
改
称
さ
れ
市

(6) 

易
司
の
管
轄
下

K
入
っ
た
ロ

ω
ω
K同
じ
ロ

ω
戴
葡
燈
氏
は
宮
売
法
下
末
塩
紗
の
本
質
を
認
識
し
得
在
か
っ

た
か
ら
、
勿
論
京
師
権
貨
務
末
塩
紗
銭
の
存
在
と
意
義
を
も
理
解

し
得
ず
、
重
要
左
こ
の
史
料
を
も
誤
読
誤
用
す
る
結
果
と
左
っ
て

い
る
。
「
宋
代
紗
塩
制
度
研
究
」
第
三
編
第
五
章
一
紗
塩
制
功
能

転
変
之
外
観
ロ

ω
日
野
開
三
郎
氏
「
宋
代
の
便
乗

K
就
い
て
」
東
洋
学
報
二
三
の

一
、
「
短
減
伝

K
見
え
た
る
撃
頭
の
解
釈
」
池
内
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
論
叢
左
ど
参
照
。

側
本
考
の
延
長
と
在
る
べ
き
「
東
南
地
方
官
売
法
下
末
塩
紗
の
京

師
l
東
南
地
方
間
約
束
手
形
と
し
て
の
意
義
」

K
つ
い
℃
は
、
別

稿

K
扱
う
予
定
で
あ
る
。

(18) 


